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別紙標準様式（第７条関係） 会 議 録 1 

会 議 の 名 称 第３３期 第３回社会教育委員会議 

開 催 日 時 平成２６年７月１５日（火） 
２時００分から 

５時００分まで 

開 催 場 所 輝きプラザきらら ３階 教育委員会室 

出    席    者 

加堂裕規議長、石塚美穂副議長、國光利彦委員 

志保田務委員、嶋田雅人委員、中村奈緒美委員 

西田スマコ委員、服部寛治委員 

欠 席 者 青野明子委員、松浦清委員、森山孝一老委員 

案  件  名 

１．社会教育施設見学後の意見交換について 

２．枚方市立図書館第２次グランドビジョンの平成２５年度の

進捗状況について 

３．生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・効果的

な管理運営について 

提出された資料等の 

名 称 

・資料１．枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進捗状況

一覧（平成２５年度） 

・資料２．第２次枚方市子ども読書活動推進計画進捗状況報告 

・資料３．枚方市立図書館第２次グランドビジョン 

・資料４．生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・

効果的な管理運営について 

決   定   事   項 

・意見書等でいただいた各委員の意見を、今後の審議に活用す

る。 

・「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進捗状況につい

て」次回、意見書案文について確認する。 

・「生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・効果的

な管理運営について」次回、意見書案文について確認する。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録等の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ４人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
社会教育部社会教育課 
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審  議  内  容 

加堂議長   それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３３期第３回

枚方市社会教育委員会議を開催します。 

 委員の皆さんにおかれましては公私ご多忙の中、出席いただきま

してありがとうございます。 

 では早速ですが、事務局から本日の出席状況及び資料の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   本日の委員の出席状況は、委員１１人中８人の方が出席されてお

られます。枚方市社会教育委員会議運営要綱第５条により、過半数

の出席がございますので、会議が成立していることをご報告しま

す。 

 なお、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第３条に基づ

き本会議は公開となっており、本日は傍聴の方がおられますので、

ご報告させていただきます。 

 では、本日の資料でございますが、まず本日の会議の次第に続き

まして、資料１、枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進捗状

況一覧（平成２５年度）、資料２、第２次枚方市子ども読書活動推

進計画進捗状況報告、資料３、枚方市立図書館第２次グランドビジ

ョン、資料４、生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・

効果的な管理運営についての本編と資料編でございます。 

 以上、過不足等はございませんでしょうか。 

 なお、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程第５条第４項

の規定に基づき、配付資料を傍聴者の閲覧に供しますが、会議終了

後に回収いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   案件につきまして、事前にご説明させていただきます。 

 案件１、社会教育施設見学後の意見交換につきましては、第２回

社会教育委員会議におきまして、第３３期の委員の皆様にご研究い

ただくテーマについて協議いただいたところ、「高齢化社会におけ

る社会教育」というテーマになり、その研究を進める前に、５月２

２日に社会教育部の所管施設や関連施設の見学を行いました。その

見学を受けての意見交換でございます。 

 案件２、枚方市立図書館第２次グランドビジョンの平成２５年度

の進捗状況につきましては、例年、社会教育委員会議でご意見を頂

戴しているものでございます。 

 枚方市立図書館第２次グランドビジョンは、現在、図書館はさま

ざまなサービス等を実施するよりどころであり、その進捗状況につ

きましては、経年的に把握、検証して公表することとなっておりま
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す。市民や学識経験者で構成する外部委員会、それがこの社会教育

委員会議に当たるもので、この外部委員会の意見も聞いて、それを

参考にさせていただきながら、行政が図書館評価を実施し、図書館

の運営の改善を図っていくもので、例年９月議会で報告を行ってお

り、今年度も進捗状況について、ご意見を頂戴するものでございま

す。 

 案件３、生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・効果

的な管理運営につきましては、市立図書館の現状と課題を踏まえる

中で、今後の図書館行政をより一層充実させていくための考え方に

ついてお示しし、それに対して、それぞれの立場から委員の皆様方

それぞれの知見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

 まずは、案件２と３についてご意見をいただくということで、案

件１につきましては、後日の社会教育委員会議で検討いただくとい

うことで考えております。 

 

加堂議長   それでは、次第に従いまして進めていきたいと思います。 

 案件１の社会教育施設見学後の意見交換について、事務局から説

明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、案件１の社会教育施設見学後の意見交換についてでござい

ます。 

 第３３期の社会教育委員会議で、「高齢化社会における社会教育」

というテーマで研究を進める前に、社会教育部の所管施設や関連施

設の見学を行いました。今回は、旧田中家鋳物民俗資料館、菅原生

涯学習市民センター・図書館、野外活動センター、総合スポーツセ

ンターを見ていただきました。施設見学をされて、お気づきになっ

た点、こうすればよくなる等のご意見をいただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

加堂議長   ただいま事務局からご説明がございましたけれども、施設見学を

されての感想、あるいは、ここをもっとこうすればいいとか、そう

いう委員の皆様の感想、意見を順にお願いしたいと思います。席の

順番でお願いいたします。 

 國光委員。 

 

國光委員   いろんな施設を見学させていただいて、率直な感想として、もち

ろん知っていた施設もありますけれども、十分存じ上げていなかっ

た施設等もあって、すばらしい財産を枚方市は持っているなと改め

て思いました。 
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 中学校ですので、わりとなじみが深いという意味では、陸上競技

場ですね。日ごろから陸上部員が、非常に安い５０円という値段で

使えるということで、よく使わせていただいています。近くの学校

は多分もっと高い頻度で利用していると思うんですけれども、あの

ようなすばらしい施設を日常的に使えるというのは、やはり大きい

大会に出たときに、初めてああいうところに立つ子どもに比べたら

緊張感とかも随分違うだろうし、そういう意味で非常に枚方の生徒

たちは恵まれているなということを思いました。 

 枚方の生徒たちは、いろんな部活動で毎年たくさん全国大会に行

っているんですけれども、柔道であるとか陸上であるとか水泳であ

るとか、いろんな種目で行っているんですけれども、おそらく人数

でいったら陸上が一番多いんじゃないかなと思っています。 

 そういったスポーツの活性化とかスポーツの振興、部活動の活性

化も含めて、そういう意味でとても有効に活用できているなと思い

ます。 

 一方で、やはり中学校では十分活用できていない施設もたくさん

ありますので、そういったところに学校としてもっと目を向けてい

かないといけないということを、自らの反省としてそういう感想も

持ちました。 

  

加堂議長   中村委員、お願いします。 

 

中村委員   私は後半参加させていただきました。小学校では３年生で枚方市

内の勉強をするんですけれども、その際に田中家には行かせていた

だいています。毎年３年生が参加させていただいて、すばらしいな

と思うのは、子どもたちって古い時代のことって知っているようで

知らないんですね、昔の話というのは自分の生まれたより昔だった

ら８年ないし９年より前は全部昔みたいな感じになっているので、

それよりもずっと前にこんなことがあったよということを、ほんと

うに子どもにわかりやすいように説明していただいたり。それか

ら、実際に鋳物工場があったり、昔の家屋がそのままあったりとい

うので、実物を見ながらの説明ですごくよくわかるし、毎年、やっ

ぱりあそこは外せないなみたいな感じで参加させていただいてい

ます。 

 あそこにある竪穴住居跡は、３年生では学習しないんですけれど

も、６年生が歴史を習い始めたときに、３年生のときに行ったあれ

やなというのがものすごく、実物を見るというのは後に結びつくと

いうことにつながるんやなというのを、ほんとうによくそういうふ

うに思います。 

 大分前ですけれども、以前は３年生の社会見学の中に野外活動セ
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ンターは含まれていたんです。それは畜産団地があったときにそこ

にも寄ってみるみたいな感じだったんですけれども、なかなか近く

というか枚方市内にある施設とはいえ、市内見学でそういう施設に

も回っていきたいんですけれども、市内見学という中で、一日の行

程の中にそこを入れてしまうと、ほかの施設を見学できないという

ことで、枚方市内の施設なので、何らかの形でとは思いながら、な

かなか小学校で使うのも難しいかなと、今のところは考えていま

す。 

 昼から見せていただいた菅原図書館は、やっぱり図書館は小学校

とすごく密接なつながりがあって、子どもの読書量を増やすという

ことは、将来的なこと、それから学習面でも有効ということは重々

わかっているので、それに向けて子どもが本を好きになるような工

夫とか、そういうことをいろいろな図書館、近くに御殿山図書館も

ありますので、そこでお話を聞く機会もあるんですけれども、どこ

の図書館でもそういうことに気をつけてやっておられるというこ

とが再確認できたなと思います。 

 それと、１つの図書館に行っても本がなかったり、資料を調べた

かったりしても、それがどこに行っても、すぐにどこにあるかとい

うことがわかって、手に入れることができるというのは、学校とし

てはありがたいなと思っています。 

 それから、陸上競技場は中学校ほど頻繁に使うことはないんです

が、陸上競技大会の前に使用したりします。でも、体育館のほうは

小学校ではほとんど利用することがありません。今回、見学させて

いただいてお話を聞く中で、小学校、中学校という学生の時代だけ

ではなくて、子育て世代の方や高齢者の方が使いやすいように、そ

してより使いやすい工夫をどうしたらいいかなとか、使いやすくす

るためにこんな施設があったらいいよねとか、こんなサービスがあ

ったらいいよねということをキャッチして、それを可能にするよう

な方法をいろいろ工夫されているんだなということがわかりまし

た。 

 学校に行っている時代の子どもたちだけではなくて、これから高

齢者や若い方、子育て世代とか、いろんな面で社会に出ていくとい

うことは大きなことかなと思うので、そういう工夫がされていて、

またさらにこれからもしていっていただけたらなと思いました。 

  

加堂議長   嶋田委員は欠席でしたので、続いて服部委員、お願いいたします。 

 

服部委員   私も欠席だったんですけど、ただ、活動しておった中で聞いてい

るのは、野外活動センターについては進入路といいますか、車で行

かれたと思うんですけれども、一般的には畜産団地との関係で、畜
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産団地、大分減っていますので、どれぐらい問題になっているのか

詳しく知らないんですけれども、進入路がいつも問題になっていま

す。どこからか入れないかということで、いろいろと事務局のほう

でも検討していただいていたようなんですけれども、なかなかうま

くいかない。今もまだそのまま残っているんやないかなと思うんで

すけれども。私個人的には、車で入るキャンプがいいのかどうかと

いうのは疑問に思っているんですけれども、よく聞いているのは進

入路がないということです。 

 もう１つは給食の設備。向こうに食堂はあるんですけれども、業

者が入られたということで、いろいろ使用の勝手が悪いとか。例え

ば、学校の方が利用されるには、３食全部作らなければならないと。

ご飯を作りに来ているみたいやないかということでよく聞いてい

ます。今、学校も利用されていないと聞いているんですけれども、

そのあたりでいつも聞いています。 

 それから、総合スポーツセンターについては、いつも聞いている

のは駐車場の問題。ここを利用されるような感じで少なくなるとい

うふうには聞いているんですけれども。駐車場のことについてはい

ろいろと問題があるとは聞いています。 

 以上です。 

 

加堂議長   嶋田委員も何か、日ごろから感じておられることをお願いしま

す。 

 

嶋田委員   皆さんと同じことなんですけれども、私も野外センターとかスポ

ーツセンターというのは、実際は大人になってから初めて知ったと

いうところで、私も枚方で生まれて育ってきたんですけど、やはり

なかなか野外センターについては行くことがなかったんですね。大

人になって、行って思うことは、やはり車の便が。停めてからもか

なり歩かないといけない。かといって、なかなか車で中までは入れ

ないというところで、また水道とかいろいろな面に対しても、設備

的にちょっと古くなってきているんじゃないかなと。 

 僕たちも団体で子どもたちを連れていくんですけれども、泊まる

施設とかももうちょっとあれば、たくさんの人数を連れていけるん

ですけれども、その辺のキャパシティーがどうかなというところを

思っています。 

 また体育施設に関しても、僕も行ったんですけれども、先ほど皆

さんおっしゃったとおり、駐車場がやはり少ないかなと思っており

ます。催し物をするときにはすごくいっぱいになっていまして、な

かなか駐車場に入れず。今は使えますけれども、そこがなくなると、

今後どうして運営されていくのかなという心配の点はあります。 
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 先ほど校長先生もおっしゃっていましたけれども、私が小学生か

中学生ぐらいのときに初めて運動施設ができまして、大人になって

から行くと、そのときと感覚が違うところがあって、お年寄りが増

えてきて、お年寄りの方々がたくさん昼間使っているなと感じまし

た。これはすごくいいことだなと。また、渚体育館も、見に行って

いるコースには入っていないと思うんですけれども、高齢の方々が

たくさんレクリエーションとかやられているので、そういう活動は

すごくすばらしいなと思っていますし、また若い世代、子どもさん

とか小さい方々にも、枚方市のすばらしい施設がたくさんあるの

で、周知していただいて、皆さん有意義に使っていただけるような

工夫とかというのをもう少ししていただければいいなと思ってい

ます。 

 

加堂議長   続いて西田委員、お願いします。 

 

西田委員   私も高齢者の生きがいづくりで、高齢者事業の運営に携わってき

たんですけれども、資料館の見学はずっと入れていたんですね。初

めて行かせていただいて、私は枚方市に来て随分、もう４０年近く

なるんですけれども、一回も施設を見学したことなかったんです。

いろんな資料で、そういう学習の企画に一部入れていたんですけ

ど、実際に見学すると、歴史を学ぶ上で非常に役立つなと思いまし

た。 

 他の施設は立派な施設があるのに、知らなかったので、もう少し

知識を広めて、高齢者の方は随分利用されていますけど、また、地

域だけじゃなくて、もっと広く皆さんが活用できるように、特に野

外活動センターは自然との触れ合いという意味で非常にいいなと

思うんですけど、交通の便とか、もう少しそういう面の工夫ができ

たら、皆さんも利用しやすいんではないかなと感じました。 

 以上です。 

 

加堂議長   志保田委員、続いてお願いします。 

 

志保田委員  僕は意見を出していたと思うんですけれども、そのとおりを言え

るかどうかわからないんですけれども、まずは野外センターですけ

ど、多くの方が言われていたように、アプローチが悪いし、中での

道も悪いですから、危険を伴って、高齢者に対して使える施設じゃ

ないなと思いましたね。 

 今回のテーマが高齢者ですから、そこに着眼したら、相当改善し

なきゃならない。特に宿泊の施設を持っているわけです。結局は市

以外のところに対してサービスしているような感じになってしま
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っている。そういうのをもうちょっと、市の財産ですから、市に役

立つような形に変えていけたらなと思いますし、駐車場にしても道

にしても当然、整備が必要だと思います。 

 それから、菅原生涯学習センターですけれども、これは三者と、

もう１つ焼き物の施設が同居しているんですけれども、図書館が１

階にあるということはいいことだと思います。あとの施設がこの図

書館の資料を活用したりしながら、総合的に運営していくというこ

とはいいことだと思うんですけど、焼き物センターに行くのに、図

書館の中を通り抜けていくという形になっていますね。それがちょ

っと、使用勝手として本来ではないのではないかと。つながってい

るから便利だという考え方はありますけれども、一般的に図書館を

通過していくというのが果たして通路としていいのかなというの

は感じました。 

 それともう１つには、菅原の図書館はよく整備されて奉仕してお

られるんですが、やや手狭で、もう少し拡充したほうがいいかなと。

サービス面は別ですけれども、キャパの面でもっと力を入れたほう

がいいんじゃないかなと思いました。 

 それから、田中家でありますけれども、ここは指定管理になった

りやめたりと、こういうことを繰り返しているというか、起こして

いるわけですけれども、こういうのをやりますと、定見がなくやっ

ていきますと問題が生じます。多々隘路が出てくると思いますの

で、こういった面の１つの注意事項に当たるんじゃないかなと思い

ます。 

 それともう１つ、体育施設、陸上施設なんですけれども、よく整

って、使われているということはいいとは思うんですけれども、陸

上施設が暑いときとか空白のときが多いのかなと思いまして、何と

か立体的に活用していける方法があるのかな、特に高齢者がああい

うものを使うということになったらどうなるのかということで、少

しまた改善される必要があるんじゃないかなと思いました。 

 今回初めての見学ですから、ほかの施設もまた見たいなと、見る

必要があるなと思います。 

 以上です。 

 

加堂議長   では石塚副議長、お願いいたします。 

 

石塚副議長  私も枚方に住み始めましてから４０年以上がたつんですけれど

も、今回見せていただいた施設はほとんど初めてのところばかりで

した。 

 野外センターは多分、子どもたちが小さいときキャンプで使わせ

ていただいていたと思うんですけれども、初めてですし、それから
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スポーツセンターは、子どもが小さいときに陸上競技の大会で行か

せていただきましたけれども、私の年代が使っているとはとても思

っていませんでした。いろいろと実際に見せていただきまして、特

にスポーツセンターで感心いたしましたのは、保育つきで若いお母

さんたちがスポーツをできるように工夫されているという点です

ね。いろいろとストレスもたまったり、子育て世代のお母さんたち、

運動ができなかったりということがあると思うんです。そこに保育

がついて、そういったことを枚方市がやっていただいているという

のはすごくありがたく思いましたし、今後こういうことは進めてい

ただきたいなと思いました。 

 野外センターなんですけれども、志保田先生が言われたように、

いろいろと改善しなければいけない点は多々あるとは思うんです

けれども、元気なお年寄りの方もたくさんいると思います。今、シ

ルバーキャンプというものがはやっているように聞いております

ので、お仕事をリタイアされた方ですとか昔のころを思い出して、

またキャンプ場に足を運んでみるのもいいんじゃないかなと思い

ます。それがお孫さん世代、子どもさん世代に伝わっていければい

いのではないのかなと思いますので、そういう企画なんかもぜひし

ていただけたらなと思います。 

 それから田中家でも、いろいろとセミナーですとか講習を行うな

どの企画をして、わらじづくりですとかシルバー細工もありなが

ら、いろいろと工夫をして稼働率を上げているようなことが感じら

れましたので、大変感心いたしました。 

 全てに言えることなんですけど、どこの職員の方々も工夫を重ね

て、市民の皆さんにより使っていただきやすいようにされているこ

とに大変感心いたしました。 

 特に、私は図書館を利用することが多いんですけれども、地元が

楠葉ですので、楠葉図書館を利用しております。菅原図書館に行き

ましたらば、テーマごとに本が並べてあったりですとか、それから

本の並べ方にも非常に工夫がありまして、ここの図書館で借りてみ

たいなと、もう一度来てみたいなという思いにかられました。そう

いうふうにいろいろと工夫をしたりされていることに感心いたし

ましたので、これからもそういうふうに市民の方々に優しい図書

館、施設であってほしいなと思っております。 

 

加堂議長   最後に私の感想になりますけど、私は枚方のほうに勤めましてま

だ６年目なんですけれども、ほとんど初めて見せてもらったところ

ばかりでして、大変感心しました。 

 どういうことかといいますと、さすが枚方市という感じで、かな

りお金をかけておられるとか、いろんな設備を持っておられると
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か、そういう意味でさすがと思いました。 

 もう１つ思ったのが、案内していただいた職員の皆さん方、大変

熱心で、自分の職場に誇りを持って、こんなんしようということを

熱心におっしゃってもらって、そういうふうなことは市民の方に対

して非常にいい影響を与えていると思いました。 

 あと、気がついた点になるんですけど、まず最初の野外活動セン

ター、私も能勢の野外活動センターとか、あるいは大学の関係でい

ろんな学生をたくさん連れてオリエンテーションをするといった

形で、ああいう施設はよく利用したりしているんですけれども、大

変立派な広さがあって、非常に古いタイプのキャンプ場で、なかな

かこれを活用するのは難しいと正直思いました。やっぱりいろんな

方のニーズがありますので、それに合わせてできるように、もっと

変える。もちろん駐車場から建物から全て、もう少し手を加える必

要がありますけれども、あれだけのものはほかの市町村にはありま

せんので、ぜひいいアイデアを出していただいて、活用しないとも

ったいないと思います。 

 それから田中家、スポーツセンターも確かに大変立派なものであ

ると思いました。 

 志保田先生がおっしゃいましたように、図書館は狭い感じはしま

したけれども、でもたくさんの市民の方が利用されていて、よく活

用されているということは非常に感じました。 

 こういうふうな見学会は、今回の社会教育委員会議のテーマが

「高齢化社会における社会教育」、こういうテーマで考えようとい

うことで始まりましたので、その手始めに皆さんの共通認識という

か理解の土壌をつくるために見学会をお願いしましたところ、事務

局も準備が大変だったと思うんですけど、皆さんの意見にありまし

たように、大変よかったと思います。ぜひこれをまた今後の審議に

活用したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、案件１はこれで終わりにいたしまして、続いて案件２

の枚方市立図書館第２次グランドビジョンの平成２５年度の進捗

状況について、事務局からお願いいたします。 

 

事 務 局   進捗状況のことなんですけれども、その前に３３期の社会教育委

員会議になりまして、まだビジョンをご説明させていただいていな

い委員もおられますので、まず簡単に第２次グランドビジョンがど

ういうものなのかということを、お時間を頂戴しまして説明させて

いただきたいと思います。資料の３、枚方市立図書館第２次グラン

ドビジョンをご覧ください。 

 別紙でＡ３判の概要がついていますけれども、本日は本編のほう

をご説明させていただきたいと思います。 
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 それでは、資料３の１１ページをごらんください。 

 第３章、第２次グランドビジョンの枠組みと理念をご覧いただけ

るでしょうか。１１ページの３、枚方市立図書館のあるべき姿（理

念）をご覧ください。 

 ごらんのように、図書館には、知の源泉となる図書館資料を提供

して、市民の読書を推進し、生涯学習を支援する社会教育機関とし

ての役割と、社会が高度に情報化する中で、豊富で確かな情報を集

めて提供し、市民の生活や仕事に役立つ地域の情報拠点としての役

割がありますと書いてございまして、図書館には社会教育施設とし

ての側面と地域の情報拠点である側面の２側面があるということ

をお示ししております。 

 それを理念としてあらわしましたものが、四角で囲みました、市

立図書館のあるべき姿（理念）でございます。 

 社会教育施設としての図書館は、知の源泉である図書館資料を提

供することで、基礎学力や知的水準の向上を図る知的基盤としての

役割を重視した考え方でございまして、一方、情報拠点としての図

書館は、地方分権の進展に伴う地域の課題や社会の成熟に伴う市民

それぞれが抱える課題を解決するツールとしての情報の役割を重

視した考え方でございます。 

 本市の図書館では、この２側面をバランスよく発展させることが

重要であると考えております。 

 これらの理念を体現した図書館をつくっていくために必要な方

針を定めましたのが、１１ページの下の四角で囲んだ、市立図書館

の運営基本方針でございます。 

 １の市民の生涯学習を支援する図書館を目指しますから、５の効

率的・効果的なサービス提供を行う図書館を目指しますまで、５つ

の基本方針で構成されております。 

 それでは、次に１４ページをご覧ください。 

 第４章、第２次グランドビジョンのサービス展開をごらんくださ

い。 

 １の主要なサービス展開の方向性ですが、「（１）市民の生涯学

習を支援する図書館を目指します」は、先ほどの市立図書館の運営

基本方針の１番目の方針でございまして、この主要なサービス展開

の方向性のところは、それぞれの運営基本方針を具体化するサービ

スの種別と、その展開の方向を示す構成となっております。 

 例えば、「（１）の市民の生涯学習を支援する図書館を目指しま

す」では、この運営基本方針を具体化するサービスとして、１の１

の図書館利用者層の拡大から１の２の子ども読書活動の推進、１の

３の成人サービスの充実、そして１の４の高齢者サービスの充実ま

でを挙げておりまして、それぞれのサービスについて、主要なサー
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ビス展開の方向としてサービスの具体的な中身とその方向を書い

ております。 

 １５ページに移っていただきまして、「（２）図書館資料を計画

的・系統的に収集し、未来に伝える図書館を目指します」では、２

の１の図書館資料の充実と２の２の枚方地域コレクションの構築

と専門的なレファレンスを、運営基本方針を具体化するサービスと

して挙げています。 

 その下の「（３）市民のニーズに応えて、役に立つ図書館を目指

します」では、３の１のインターネット予約システムの充実やリク

エストサービスの推進、３の２のレファレンスサービス（調べもの

相談）等の充実、３の３の情報通信機器を活用したサービスの充実

の３点を挙げております。 

 続いて、１６ページに移っていただきまして、「（４）誰もが使

いやすく、市民とともに歩む図書館を目指します」では、４の１の

障害者・高齢者サービスの充実、４の２の図書館活動への市民参加

と市民意見の反映、４の３の図書館の施設・設備の改修・改善を挙

げました。 

 続いて、１７ページに移っていただきまして、「（５）効率的・

効果的なサービス提供を行う図書館を目指します」では、５の１の

効率的・効果的な運営体制の構築、５の２の職員の資質の向上と人

材育成、５の３の適切な蔵書管理、５の４の機械化、情報化などの

検討の４点を挙げさせていただいております。 

 それでは、続いて１８ページの２、市立図書館サービスの特色を

ごらんください。 

 第２次ビジョンの最初の説明のところで、社会教育施設としての

図書館と地域の情報拠点としての図書館のイメージについてご説

明をいたしましたが、市立図書館といたしましては、さらに特色あ

る図書館のイメージを提供したいと考えております。 

 枚方市立図書館では、１点目として、子ども読書活動に積極的に

取り組むこと、２点目として、枚方をキーワードとして従来の郷

土・行政資料の枠組みを超えて、枚方について書かれた資料、枚方

が登場する資料、枚方にゆかりのある資料などを幅広く収集して、

枚方地域コレクションを形成すること、これら２つを図書館の特色

にしていきたいと考えております。 

 以上が第２次ビジョンが提示いたしますこれからの市立図書館

像でございます。 

 なお、第２次ビジョンは、平成２３年度から２７年度までの中期

的な計画と考えておりまして、主要なサービス展開の方向性に示し

た事項につきましては、２７年度末までに実現したいと考えており

ます。 
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 最後の３、進捗管理と評価ですけれども、本日、皆様には平成２

５年度分の第２次グランドビジョンの進捗状況についてご意見を

伺いますが、これはこの３、進捗管理と評価を受けて、お願いをし

ているものでございます。 

 甚だ簡単ではございますけれども、第２次ビジョンについてのご

説明は以上でございます。 

 続きまして、進捗状況について説明させていただきたいと思いま

す。 

 

事 務 局   それでは、資料１、枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進

捗状況一覧（平成２５年度）をご覧ください。 

 比較しやすいように、この表につきましては、平成２４年度の進

捗状況一覧と体裁をそろえておりますが、初めてごらんになる委員

の方もいらっしゃいますので、ここでもう一度表の体裁について簡

単にご説明したいと思います。 

 この表では、主要なサービス展開の方向と平成２５年度の実績の

間に、２７年度末までに図書館が第２次グランドビジョンについて

掲げた方向で図書館サービスを進めるために取り組む内容につい

て書いてございます。 

 その中から、既に取り組みを始めている継続的な取り組み内容を

除いた、平成２６年度から取り組みを始める予定の内容について

は、一番右側に書いております。形式としましては、まず運営基本

方針とサービスの種別に基づくサービス展開の方向があり、それに

対する取り組み内容の全体像を示して、その取り組み内容全体の中

での平成２５年度の実績を書いています。 

 全期間にわたる取り組み内容を踏まえた平成２５年度までの進

捗状況を踏まえて、平成２６年度の取り組み予定を示すという形に

なっております。 

 また、進捗状況評価欄でございますが、◎、○、△、×と記載し

ていますが、それぞれ達成、順調に進捗、進捗がややおくれている、

着手できていないという評価になっています。 

 結果について数値化するのは難しいため、数値や完結目標がある

ものについては、達成すれば◎、その他の継続的な推進項目や達成

に向けて取り組みを進めているものについては○、△、×の基準で

自己評価しております。 

 それでは、運営基本方針ごとに、主要な内容のご説明をさせてい

ただきます。 

 それでは１枚目、運営基本方針１の市民の生涯学習を支援する図

書館を目指しますのナンバー１の１、図書館利用者層の拡大では、

主要なサービス展開の方向として、利用者の年齢層に配慮した図書
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館活動や広報活動の推進により、１年に１度でも図書館の貸し出し

サービスを利用した市民の割合、これを図書館では実利用者率と呼

んでおりますが、この実利用者率を平成２７年度末に２５％にする

という目標を掲げております。 

 平成２５年度の実績につきましては、年齢層を意識した各種行事

や来館のきっかけづくりとしてのミニコンサートを開催しました。

また、新たな取り組みとして、はたちのつどいで配布する新成人向

けパンフレットに図書館利用の特典を盛り込むことにより、２０代

の利用促進を図りました。 

 また、毎年作成、配布しております小学校新１年生向けの図書館

利用案内のほかにも、新中学１年生向けの利用案内を新たに作成す

るなど、利用の拡大に努めましたが、実利用者率につきましては１

８.８％と、前年度より０.６％の減少となりました。 

 次に、ナンバー１の２、子ども読書活動の推進でございますが、

これは図書館の特色づくりの１つでございます。 

 この取り組みにつきましては、別途、第２次子ども読書活動推進

計画において、その進捗管理を行っておりますので、そちらで説明

をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、資料の２、第２次枚方市子ども読書活動推進計

画進捗状況報告をご覧ください。時間の関係で主要な部分のみのご

説明をいたします。 

 まず、３ページをお開きください。 

 図書館では、ヤングアダルトと呼ばれる中高生の読書活動の推進

に重点的に取り組んでおります。また、課題（４）ヤングアダルト

層の利用促進の平成２５年度実績では、中央図書館４階と７つの分

館にティーンズコーナーを増設したり、積極的にヤングアダルト向

け図書を購入しました。 

 また、朗読大会、調べ学習コンクール、こども夢基金を活用した

いのちのメッセージ、中高生の課外授業などを実施しました。 

 では、４ページをお開きください。 

 課題の（５）学校図書館との連携ですが、平成２５年度は読書支

援や調べ学習のために、学校に市立図書館の図書の貸し出しを行う

とともに、職員が学校を訪問してお話し会を行ったり、図書館職員

が薦める図書リストを配布しました。 

 そのほか幾つもの取り組みを行っておりますが、時間の関係で割

愛させていただきます。 

 資料１にお戻りください。 

 引き続きナンバー１の２、子ども読書活動の推進でございます

が、平成２６年度の取り組み予定といたしましては、こども夢基金

を活用した２つの事業を開催します。 



15 

 また、学校図書館との連携推進では、学校図書館支援のための専

任グループを中央図書館に設置し、６月から学校司書を３人派遣し

ております。 

 また、２学期からは市立図書館と学校を結び、団体貸し出し用の

本を運搬するための学校巡回便を運行する予定でございます。 

 ナンバー１の３、成人サービスの充実と１の４、高齢者サービス

の充実につきましては、主要なサービス展開の方向として、幅広い

情報提供や成人を対象とした行事の実施、また高齢者向けの図書の

充実などを挙げており、平成２５年度の実績につきましてはごらん

のとおりでございますが、１の４の高齢者サービスの充実につきま

しては、新たに元気な高齢者をテーマにしたブックリストを作成

し、生きがい創造学園の事業のときに配布させていただきました。 

 運営方針１のご説明は以上でございます。 

 

加堂議長   今、運営方針１の説明がございましたけれども、この項目につき

まして何かご質問、ご意見ございますか。 

 

志保田委員  １の項目の実利用者の数が減ったというのは、これはどういうふ

うに自己評価されていますか。何が原因というか。 

 

加堂議長   では事務局、お願いいたします。 

 

事 務 局   １つは図書館の蔵書です。できるだけ多くのジャンルに。以前は

ベストセラー本を何十冊も買って、利用を伸ばしていた時代もあり

ますが、現在は同じ本を何十冊も買うことはありません。先ほど図

書館の理念のところで事務局が申し上げたように、社会教育機関と

して、知の源泉となる学問体系に基づく図書を幅広く収集するとい

うことで、娯楽だけではなくて、知識や教養を求める新たな利用者

層の開拓をしなければいけないのですが、そのことの周知が十分行

き渡っていないと認識しております。 

 また、全国的にも貸し出し冊数の減少はありますが、一方、前年

度の減り方に比べると、今年度は少し減少が緩やかになっていま

す。それにつきましては、２５年度は利用者拡大に向けたいろいろ

な取り組みを行ったことで、少し減り方を抑えられたのかなと分析

しています。 

 

加堂議長   よろしいでしょうか。 

 

志保田委員  集収方針を変えたということで、回復するということが見込まれ

るのかということですね。低減傾向にある、しかしそれを歩どまり
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させたという評価のようですけれども、そういう判断でよろしいん

ですか。 

 

事 務 局   はい。 

 

加堂議長   よろしいでしょうか。ほかにこの１の項目につきまして、何かご

質問ありませんか。各項目で１つずつ簡単に。時間に限りがありま

すので、後でまとめてというふうにしたいと思いますので、特にな

ければ先に進みます。よろしいでしょうか。 

 

嶋田委員   評価のところで○と◎があると思うんですけれども、先ほど志保

田先生もおっしゃっていましたけれども、減っているじゃないです

か。利用者の拡大に対して減っているよと。去年よりかは減り幅は

少ないけど、この順調に進捗の○という、この整合性がわからない

ので、その辺を説明していただければ。例えばここは△とかでした

ら、わからんでもないんですけど、何をもって○なのかなと。これ

でいいから○なのか、２７年になったら２５％、この方向でやり続

けていたら◎になるから○なのかというのがわからないので、ご説

明していただきたいと。 

 

事務局    ２５年度の実績では、きっかけづくりのコンサートや、幅広い層

に向けた本の紹介など、２７年度のまでの取り組み内容を。もちろ

んこれで十分ではございませんので、◎ではなく、○にしておりま

す。 

 

嶋田委員   だから、サービスの種別というところで、利用者の拡大と書いて

いますので、内容も僕は大切やと思うんですけど、やっぱり拡大と

書いておるわけですから、数値を目指すという意味では、もうちょ

っと評価していただいて。来年も○であったら、多分この拡大とい

うのにつながっていかないんじゃないかなというところがあるの

で、もうちょっと内容を煮詰めた形でやっていただいたらと思いま

す。 

 

事 務 局   ２７年度末までの取り組み内容では、様々な取り組みを行い、結

果的に実利用者率２５％を目指すということになっております。利

用者拡大のための取り組みとあわせて、結果としての実利用者率と

いう評価であり、数値だけ見ると、２５％の達成は難しいなと思っ

ています。ただ、利用者というのはあくまでも貸し出しサービスの

利用者でございます。図書館には貸し出しサービスをご利用いただ

かないけれども、例えば新聞や雑誌を読むために来ていただいてい
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るお客様もいらっしゃいますので、本当は他の指標でも図書館の利

用度が示せたらいいんですけれども、今のところはこの実利用者率

２５％を目指して取り組みを続けているところです。 

 

加堂議長   ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、運営基本方針の２に関しての説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局   それでは、次に運営基本方針の２、図書館資料を計画的・系統的

に収集し、未来に伝える図書館を目指しますについてご説明いたし

ます。 

 ナンバー２の１、図書館資料の充実のところです。 

 主要なサービス展開の方向としては、蔵書計画及び資料選書基準

等の策定による図書館資料の系統的・計画的な収集と、蔵書の特色

づくりの推進を挙げております。 

 平成２５年度の実績といたしまして、一般書の蔵書冊数９０万２

１６冊、児童書の蔵書冊数３５万６,０２５冊となり、前年度に比

較し、増えています。 

 それでは、ナンバー２の２、枚方地域コレクションの構築と専門

的なレファレンスでございますが、これは図書館のもう１つの特色

となるものでございます。 

 ここでの主要なサービス展開の方向としては、①枚方にかかわる

資料を幅広く収集する枚方地域コレクションの構築、②枚方地域コ

レクションに関する幅広いレファレンス内容を挙げております。 

 ２７年度までの取り組み内容としては、蔵書計画に基づく枚方地

域コレクションの収集、公開基準を定めてのコレクションの公開、

地域資料や郷土資料、枚方関連の新聞記事のＰＤＦ化によるレファ

レンスへの活用、地域コレクションに関するレファレンス事例等の

蓄積によるパスファインダーの作成等を挙げております。 

 なお、パスファインダーとは、調べ方案内と呼ばれておりまして、

特定のテーマに関する資料等の調べ方をご案内するものです。 

 平成２５年度の実績では、枚方地域コレクションを検索しやすく

するためのデータを入力したり、内容の情報を入力することによ

り、市民の方がその資料を検索できるようにしました。 

 また、専門的な情報に関するレファレンスも、市史資料室と連携

して行いました。 

 運営基本方針２の進捗状況の説明は以上です。 

 

加堂議長   今の２の説明はよろしいでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

 

加堂議長   それでは、続きまして、３のほうお願いします。 

 

事 務 局   続きまして、運営基本方針の３、市民のニーズに応えて、役に立

つ図書館を目指しますのナンバー３の１、インターネット予約シス

テムの充実やリクエストサービスの推進でございます。 

 主要なサービス展開の方向の①インターネット予約システムの

利便性の向上につきましては、平成２３年度に既に実施いたしまし

た。②のリクエストへの対応につきましても、他の自治体の図書館

との相互貸借等により、できる限り対応をしております。 

 続いて、ナンバー３の２、レファレンスサービス等の充実でござ

いますが、レファレンスとは、図書館ではよく参考調査や調べもの

相談等と訳されておりますが、例えば何々について調べたい、何々

が載っている本を見たいといった相談についてお答えするサービ

スでございます。 

 一方、読書相談は、例えば赤ちゃんに初めて本を与えるときに、

どんな本がいいかというような、特定の答えにたどり着くためでは

なく、課題に照らしてさまざまな図書の選択肢がある中で、どの図

書を読めばよいかということに関する相談と考えております。 

 平成２５年度の実績では、まず図書館でこれらのサービスに対応

できることを知ってもらうために、窓口カウンターにおいてレファ

レンスサービスの表示を設置したり、広報ひらかたやＦＭひらかた

などでも周知に努めました。また、パスファインダーにつきまして

も、ホームページに載せたり、館内で配布できるようにしました。 

 次のナンバー３の３、情報通信機器を活用したサービスの充実で

ございますが、平成２５年度の実績では、電子書籍に関する情報収

集を行ったところです。 

 平成２６年度は、コンピューターシステムの検討の中で、電子書

籍についても引き続き検討を行う予定でございます。 

 運営方針３の進捗状況のご説明は以上です。 

 

加堂議長   今、運営基本方針の３につきまして説明がございました。この項

目について、ご質問ございませんでしょうか。 

 

志保田委員  ここの中で使われている言葉に、予約というのとリクエストとい

う言葉と、カート式という、このうちカート式というのはあまりこ

なれた言葉ではないんですけれども、このカート式について説明を

してほしいということ。 

 それと、予約とリクエストの間に、この予約という言葉をどう使
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っているのか。例えば図書館が持っている本を約束して、次に借り

る約束なのか、そしてリクエストということは、よその図書館が持

っているものを調達してもらって借りるというものなのか。その中

間に図書館が持っていない本を購入してもらって、借りるというの

があるんじゃないかと思うんですけれども、まず第一に予約とリク

エストの間にもう１段階あるんじゃないかということをお聞きし

たいと思います。 

 

事 務 局   先生がおっしゃいましたように、予約につきましては、今、図書

館が持っている本を、誰かが借りているので順番を待つという意味

の予約です。リクエストというのは、図書館が所蔵していない蔵書

について、この本を読みたいので貸してくださいというふうに、な

い蔵書について申し出をされるものです。 

 リクエストの対応としましては、例えば枚方市立図書館で購入す

る場合もありますし、他市の図書館から借りる相互貸借という方法

で手に入れて、お貸しする場合もございます。 

  

事 務 局   カート方式につきましては、ネットショッピング等ご利用になら

れた方はご存じかと思いますけれども、ネット上で買いたいものが

ありましたら、ボタンを押しますと、「買い物かご」みたいなとこ

ろに入っていくんですね。それが例えば３件か４件固まったところ

で、これだけ全部買おうとなったら、その３件、４件まとめて一括

で注文することができる。 

 従来の図書館のインターネット予約のシステムは、１冊ずつ予約

してやらなくちゃいけなかったものを、一度かごにプールして、ま

とめて予約するという形に変えたんです。一回かごにためてまとめ

て予約するという方式をカート方式と我々は呼ばせていただいて

おります。 

 

志保田委員  ありがとうございました。その言葉を加えたらいいと思います

ね、説明とか。 

 それから、平成２７年度のところに書いている予約システム云々

のところの２段目ですけれども、この中間があるんじゃないかな

と。つまり、購入できるものは図書館で購入し、それ以外について

は相互貸借によって提供するというふうなことですね。 

 

事 務 局   所蔵していない資料の提供を求めるリクエストにつきましては、

そもそも所蔵していないものに対してリクエストが出たというこ

とで、購入するという場合と、リクエストはあるけれども、購入す

るにも、例えば絶版とかになっているようなときに、相互貸借で借
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りてくると。リクエストにつきましては２つの意味を持たせている

ということでございます。 

 

志保田委員  よくできていると思いますけど、それを言葉にすればいいと思い

ます。 

 

加堂議長   きょうの報告と皆さんのご意見を受けまして、また事務局のほう

で、あるいはまた本日お見えでない方のご意見もお聞きしまして、

次回にまとめたいと思いますので、そういう方向で皆さんのご意見

をお願いします。３の項目、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

加堂議長   続きまして、基本方針の４につきまして、お願いします。 

 

事 務 局   それでは、運営基本方針の４、誰もが使いやすく、市民とともに

歩む図書館を目指しますのナンバー４の１、障害者・高齢者サービ

スの充実をごらんください。 

 取り組み内容や実績はごらんのとおりですが、宅配サービスの実

施に向けて課題の整理を行い、平成２６年７月から実施しておりま

す。 

 次に、ナンバー４の２、図書館活動への市民参加と市民意見の反

映でございます。 

 平成２５年度の取り組み実績では、市政モニター制度を利用し、

図書館サービスに関するアンケート調査も実施いたしました。 

 ナンバー４の３の図書館の施設・設備の改修・改善につきまして

は、本市の市有建築物保全計画にのっとり、平成２５年度は楠葉図

書館、御殿山図書館、香里園分室、枚方公園分室の改修工事を実施

いたしました。 

 また、香里ケ丘図書館につきましては、平成２４年度に耐震診断

を行い、耐震性に問題はないことが判明いたしましたが、老朽化も

進んでおり、開架スペースの手狭さ、バリアフリーにも対応してい

ないことから、現在、近隣にある香里ケ丘中央公園に寄贈予定の美

術館建設と合わせて、建てかえを検討しているところです。 

 運営基本方針の４の進捗状況のご説明は以上です。 

 

加堂議長   それでは、ただいまの運営基本方針４の項目につきまして、皆さ

んのご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 

服部委員   ３で、市民意見の収集に努めるというところで、収集に努めたと。
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どんな意見があったんですか。市民意見の収集、これはされていな

いんですか。市民意見の収集に努めたとここに書いてあるんですけ

れども、実績として。どうですか。あるいは主な意見とか、相当数

あったんですか。 

 

事 務 局   ６１件の意見があり、例えば図書館資料につきましては、なかな

か借りたい本がないとかというようなご意見もいただいておりま

す。 

 それとか自習室が欲しいとか、職員の対応につきましては、いろ

いろと本を探していただいてありがとうございますというお礼の

ご意見、苦情のご意見、いろいろいただいております。 

 市民の声としていただいていますのが、資料の充実を求める声、

それから開館時間の延長とか、返却ポストを増設してほしいという

意見など１２件が寄せられております。 

 

服部委員   それを受けて、いろいろと検討されるわけですね。 

 

事 務 局   はい。 

 

加堂議長   ほかに、４の項目につきまして、ご質問、ご意見ございませんか。 

 

志保田委員  ４の１の④ですけど、この中で２５年度の評価ですけれども、宅

配サービスを行った、それはいいんですけれども、課題整理を行い

条件整備を行なったというのが抽象的でわからないんですけど、ど

ういうことをやったんですか。 

 

事 務 局   実際には、他市で行っている宅配サービスの状況を調査し、本市

で行うとしたらどんなやり方がいいかというところの課題整理を

行いました。結果的には郵便局のサービスを使おうということにな

り、郵便局との事前調整も含めて条件整備を行ったところでござい

ます。 

 

加堂議長   ほか、４の項目、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

加堂議長   それでは、運営基本方針５につきまして、説明お願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、最後の運営基本方針の５、効率的・効果的なサービス

提供を行う図書館を目指しますのナンバー５の１、効率的・効果的
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な運営体制の構築です。 

 平成２５年度の実績でございますが、自動車文庫につきまして

は、安全確保のため、ステーションの見直しを行いました。 

 また、平成２６年度の取り組み予定といたしましては、夏季限定

で分室の午前中から開室する試行的な取り組みを行うとともに、中

央図書館、地域館、分館、分室のそれぞれの役割分担の再構築を行

いながら、サービスの向上と効率的・効果的な管理運営体制の観点

から、生涯学習施設と図書館の複合施設についての指定管理者制度

導入に向けた課題の整理を行います。 

 次に、ナンバー５の２、職員の資質の向上と人材育成につきまし

ては、職員に対する研修として、図書分類、図書検索、著作権に関

する内容などの図書館業務に関する基本研修、障害者サービス研

修、図書の修理研修などを受講させるとともに、人権研修、セクシ

ャルハラスメント防止研修、メンタルヘルス研修など、市職員とし

て必要な心構えや技能を身につけさせるための研修も受講させま

した。 

 続いて、ナンバー５の３、適切な蔵書管理につきましては、平成

２５年度の実績は、引き続き蔵書点検を全館で実施するとともに、

分室への防犯カメラの設置につきましては、導入経費、効果、個人

情報の取り扱いの観点から課題があるため、防犯ミラーを設置する

ことといたしました。 

 ナンバー５の４、機械化、情報化などの検討につきましては、主

要なサービス展開の方向として、自動貸し出し機等の費用対効果に

見合う図書館サービス機器の積極的な導入を挙げておりますが、残

念ながら自動貸し出し機は、予約がある場合や延滞の場合、また貸

し出しカードの期限が切れている場合には使用ができないため、実

際には限定的な活用となっております。 

 基本方針の５の説明は以上でございます。 

 

加堂議長   今、基本方針５の説明がございましたけれども、このことにつき

まして、皆さんご質問とご意見ございませんか。 

 

志保田委員  確認なんですけれども、私、聞き落としたのかわからない。耳に

はしたんですけど、紙では見つけられないんですが、指定管理者制

度の導入とかいうことは、どこでどう言っているんですか。右です

か。 

 

事 務 局   今年度以降の取り組み予定のところに。 

 

志保田委員  今年度以降の取り組みということは、いつ誰が決めたわけです
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か。例えば５カ年計画を僕は加わって策定したんですけれども、そ

こではこういうことは全然触れていないんですけれども。なぜこう

いうのが出てきているんでしょうか。 

 

加堂議長   事務局、どうでしょうか。 

 

事 務 局   先ほどビジョンでお示しさせていただきました効率的・効果的な

運営体制の構築の中で、新たに全体のサービス、ここでいろんな今

縷々説明させていただいているようなことについて、今後より一層

進めていきたいという観点から、今回、今年度以降この生涯学習施

設と図書館の複合施設について、指定管理者を導入した、こういう

課題について検討を進めていこうというような形で教育委員会で

考えているということでございます。 

 この件につきましては、案件３でご説明させていただきたいと考

えております。 

 

志保田委員  それじゃ、少なくともこの項目に書くところじゃないんじゃない

ですか。３の項目で起こってくるのは、議題として仕方がないとし

て、この５カ年計画をベースとした図書館のいわば評価の中になぜ

そんなものが入ってくるのか。何も図書館の中で検討したこともな

いし。 

 

事 務 局   ここは、２５年のところにつきましては実績ということで、５カ

年計画の中で取り組んできたことについて、これまでの評価という

ことで書かせていただいているという認識でございますが、２６年

度以降につきましては、ここの予定という中で、当然このことだけ

ではなしに、新たに出てきた課題等についても含めて斟酌いたしま

して、こちらのほうに書かせていただいているというようなことで

ございます。 

 

志保田委員  ここに書くのはおかしいと思いますよ。新たな課題として一から

検討するという第３項目とかいうのであれば、あり得るわけですけ

れども、僕ら５カ年計画をやったときは全然こんなことに触れてい

ないし。この中にもご存じの方もあると思いますけれども、前々館

長は指定管理者制度を行わないと言って、この５カ年計画をつくっ

たわけですから。だから、それに参加した者としては、この進捗状

況の中に組み込まれては困る。 

 

事 務 局   １つ、今おっしゃっていただいている指定管理者制度の導入云々

というところをご指摘いただいていると思うんですが、例えば上
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段、１つ飛んで上にございます香里ケ丘図書館の建てかえの問題、

まだその上に具体的な話ですけれども、老朽化してきている施設の

補修の問題とか、その時点その時点で課題となっていますものにつ

きましては、事務局としては書かせていただいているということで

認識をさせていただいております。 

 

志保田委員  香里ケ丘図書館は、それ自身として書くのはあり得ると思います

よ。しかし、それをどうするかということは５カ年計画と関係がな

いわけですから、それは別の問題であろうと思いますね。香里ケ丘

図書館が５カ年計画の中で改築を言っていたかどうかは知りませ

んけれども、それを整備するということはありましたから。ですが、

指定管理者制度というものをこの５カ年計画の流れの中で言われ

ると、僕としては困る。あり得ない。ほかの委員さんには関係のな

いことなんですけど、図書館の５カ年計画としては困る。 

 

事 務 局   本日につきましてはご意見をいただいて、次回に反映させていた

だくということでございますので、志保田委員からそういうご意見

をいただいているということについては、事務局としては参考にさ

せていただきたいと考えております。 

 

加堂議長   それでよろしいでしょうか。 

 それでは、運営基本方針の５まで説明があったわけですけれど

も、その他、事務局のほうで説明する点はございませんか。総評と

かの件はよろしいですか。 

 

事 務 局   表の末尾に載せております総評でございますが、これは図書館の

自己評価の記載部分という解釈でございます。書いてある内容でご

ざいますけれども、①利用促進のためのＰＲを行ったけれども、全

体としては貸し出しサービスにおける実利用者数にやや減少が見

られた。②特色である子ども読書活動推進について、ヤングアダル

ト層へのサービス充実に努めた。また、学校図書館への支援につい

て準備を進めた。③枚方地域コレクションについても、検索の利便

性を向上させるなど、仕組みを整えたなどのことにより、図書館サ

ービス全体について順調に進捗しており、一定の成果を上げている

という評価をいたしております。 

 今後に向けた課題としましては、①図書館サービスの充実とし

て、新たに有料宅配サービスを実施し、市民の利便性の向上を図る

とともに、図書館来館のきっかけづくりとなる事業の開催などを通

して、利用者の拡大を図ること、②学校図書館支援として、市立図

書館から学校図書館への職員の派遣、団体貸し出し用図書を運ぶ巡
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回便の運行などを行うこと、③生涯学習施設と図書館の複合施設に

ついては、指定管理者制度導入に向けた課題の整理を行うという、

この３点を今後に向けた課題としております。 

 

加堂議長   ありがとうございます。今の総評につきまして、委員の皆さんの

ご意見とか感想、ご質問はございますか。 

 

志保田委員  ③はさっき言ったのと同じで、これは２５年度中に検討した段の

総評なんですから、こんなところにこれが出てくるのか。一体、図

書館でこういうことを内部で検討したのか。図書館長にでもお伺い

したいんですけれども、図書館の職員とか職制の中でこういうこと

が検討されたのかどうか。私は少なくともこの組織の中では知らな

い。そういうことをお聞きしたいんですが、どうですか。 

 

事 務 局   検討したというわけではなく、現在検討しているというところで

ございます。 

 

志保田委員  それじゃ、成果じゃないじゃないですか。 

 

事 務 局   成果は、その上段の①②③というところで一定の成果を上げたと

いうことで、これをもとに、今後のところでどうしていくかという

ことが下のほうには課題として挙げているということでございま

す。２５年度の成果としては、総評の上の最初の①②③というのが、

取り組みとしては一定の成果を上げられたのではないかと自己評

価をしておりまして、それを受けて、これから先の２５年度の成果

を受けた取り組みをやった上で、続けて２６年度以降にどういう課

題があって、それについて検討していこうということを記載させて

いただいているというふうに考えております。 

 

志保田委員  論理的にはそれはわかりますけど、おっしゃることは論理的には

正しいんですが、しかしこれを検討する、図るということをこの５

カ年計画の検証の中で、即この新しい言葉に触れていくということ

は、どこかで検討、検証がされないと、そういったことを書くべき

ではないと思います。もし書けるとしたら、この部分を除いた、「運

営の効率化を図り、その成果をつなげるように」というのでなけれ

ば、実証性がないものをそういう候補にするということは非常に危

険であると。 

 第一、指定管理者に対する傾斜というか、心が傾いているような

ところがいろんなところで見えるんですけれども、一体どれぐらい

研究し調査なさったのか。どういうものと思っておられるのかとい
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うようなことは全然、この会議にしても、いわば図書館の意向とし

ても見えてこない。どこか偉い人が言っているということは、ホー

ムページでわかるんですけれども、それを即、図書館なりが実行す

るという。トップダウンでこういうことを書くということは、いわ

ば速断ではないかと思うんですね。 

 だから、実質ここで書けるのは、そういう本心があるとしても、

それを抜いた、「運営の効率化を図り」というのが限界ではないか

なと僕は思うんですが。 

 

事 務 局   先ほども申し上げましたように、本日このことをお示しして、ご

意見をお伺いさせていただきたいと冒頭申し上げておりますので、

そのことについては十分詳細にご意見として参考にさせていただ

きたいと思いますが、このことにつきましては繰り返し申し上げて

おりますけれども、案件３におきまして、この後ご説明をさせてい

ただきたいと考えております。その中で我々の考え方については十

分説明をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

加堂議長   このことについては、今の事務局の説明でよろしいでしょうか。 

 皆さん、今のようなことも含めまして、いろんなご意見が出たと

思います。これはまとめていく必要があるんですけど、この後の方

向につきまして、事務局のほうはどうでしょうか。 

 

事 務 局   本日いただきましたご意見をもとに、社会教育委員会議としての

平成２５年度の枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進捗状

況に対するご意見ということでまとめていただきたいと思ってお

りますが、本日ご欠席の委員もおられますので、ご欠席の委員のご

意見もお伺いして、その意見も踏まえた上で、意見をまとめていた

だければと思っております。 

 そこで、本日いただきましたご意見と欠席されている委員のご意

見をもとに、議長、副議長、あと事務局等で意見書の案文を作成さ

せていただきまして、次回の社会教育委員会議で皆様に案文につい

てご確認いただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

加堂議長   今、事務局から提案がありましたけれども、次回の社会教育委員

会議で、今出ました意見書の案文につきまして検討したいというこ

とになりました。ということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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加堂議長   それでは、次の社会教育委員会議で検討したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、次はもう１つの案件、第３の案件、生涯学習施設と図書館

の複合施設における効率的・効果的な管理運営について、この項目

につきまして、事務局から説明お願いいたします。 

 

事 務 局   案件３につきましては、市立図書館の現状と課題を踏まえる中

で、今後の図書館行政をより一層充実していくための考え方につい

てお示しさせていただきまして、それに対して、それぞれの委員の

ご専門の立場等から知見をいただきましたらと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 それでは、ご説明させていただきます。資料４の本編と資料編を

ご用意ください。 

 まず、資料４の本編の方からご説明させていただきます。 

 それでは、生涯学習施設と図書館の複合施設における効率的・効

果的な管理運営についてということでご説明させていただきます。 

 まず、図書館の現状と課題からご説明いたします。図書館の現状

ですけれども、まず大きく図書館とはということで、図書館関係法

令に基づく図書館の概要について簡単にご説明したいと思います。 

 「図書館について」といたしましては、図書館は社会教育のため

の教育機関という位置づけでございます。目的といたしましては、

教養や調査研究、レクリエーション等に資するとともに、そのほか

学校教育の援助、家庭教育の向上にも資すると書かれてございま

す。 

 図書館の仕事の中身ですけれども、資料や情報の収集、保存、提

供や、資料、情報等に関する知識、経験を有する職員によるレファ

レンス等、そのほか各種行事等の開催や開催の援助、人々が社会教

育、生涯学習により学んだ成果を生かす機会の提供、それから学校

等の関連機関との連携や協力というようなものが主な仕事として

挙げられております。 

 その他、市町村の役割としては、まず図書館を設置することとと

もに、図書館の利用圏域を踏まえた分館等の設置や自動車文庫の活

用等によりまして、全域サービス網の整備に努めなさいというふう

に、図書館の設置及び運営上の望ましい基準という国の基準がござ

いまして、そちらの方で示されております。 

 本市の図書館はこの考えによりまして、施設、それから自動車文

庫のステーション等、配置しておりまして、全域サービス網の整備

に努めているところでございます。 

 続きまして、②の市立図書館の歴史について、簡単にご説明させ

ていただきたいと思います。 
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 昭和４８年に枚方市立図書館条例が施行されておりますので、そ

れ以前につきましては黎明期という形になります。昭和２７年から

歴史が始まっておりまして、大阪府立枚方ブックステーションが市

内の三矢という地域にできております。その後、現在の市民会館の

位置に枚方市図書センターが市民会館のオープンとともにできま

して、それと並行する形で、当時は枚方の各地域で家庭文庫や地域

文庫がさまざまな活動をされておられました。 

 昭和４８年になりますと、枚方市図書館条例が施行されまして、

それとともにこの枚方図書センターが、枚方市立図書館として開設

されました。 

 そのほか自動車文庫の運行も開始されまして、この時期は分室も

たくさん設置されました。昭和４９年には現在の香里ケ丘図書館が

完成いたしております。自動車文庫もステーションがどんどん増え

まして、昭和５６年には最高の５３カ所までステーション数を伸ば

したところでございます。 

 昭和５７年から平成２年については、分館の整備時期に当たりま

す。楠葉図書館が昭和５７年に開設されたのに続きまして、年々設

置されまして、菅原、山田、蹉跎、御殿山、牧野、津田と、平成２

年まで分館が整備されてまいります。この間、３分室も開設されて

おります。 

 続いて、平成３年から平成１６年、分館の建設が一段落しまして、

サービスの拡充期に入ってまいります。ハードの整備が一段落し

て、ソフト部分を充実させていった時代だったんですけれども、貸

出冊数がどんどん増大いたしまして、平成３年、２２８万冊であっ

た貸出が、平成１６年には３２４万冊まで増えております。 

 また、単に図書館の中でサービスを行っているだけではなくて、

例えば市民病院の小児病棟へ自動車文庫でサービスを始めるとか、

聴覚障害者向けにサービスをしなければいけないということで、例

えば漫画ですと、聴覚障害者は内容が理解しやすいというお話を伺

いましたので、漫画を聴覚障害者向けに貸し出してみようかという

ような試みをしました。 

 そのほか、平成９年からはコンピューターシステムを導入しまし

て、どんどん利用者サービスを向上していった時代となります。 

 そして平成１７年４月に、念願でありました中央図書館ができま

して、全館のネットワークの要となっていく時代でございます。 

 平成１８年には市駅前サテライトが開設されまして、努力の結

果、平成２０年度と２１年度には政令市と特別区を除いて、貸出冊

数が日本一となりました。そして平成２１年、現在のインターネッ

ト予約システムを導入いたしまして、利用者に喜んでいただいてい

るところでございます。 
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 続きまして、施設等の状況についてご説明いたします。 

 現在、中央図書館は５つのグループで構成されております。その

ほか、中央図書館にぶら下がる形で７分館と１１分室がございまし

て、また中央図書館に基地がございます自動車文庫も１台運行させ

ていただいております。 

 ここで、資料編の１ページ、２ページをごらんいただきたいと思

います。 

 資料の２ページ、左側の表ですが、館名の横に番号をつけてござ

います。この番号につきましては、施設、ステーションの分布図の

各施設の横に数字等振ってあると思いますので、この数字が、ちょ

うど符合しているという形になっております。 

 １ページの表の左側、区分というところに分館７館、分室１１と

書いてございますけれども、従来、第１次グランドビジョンを作成

した時期には、この分館７館につきましては、地域館と分館という

２つの分け方をしておりました。利用の多い楠葉、菅原、香里ケ丘

図書館の３館を「地域館」と呼びまして、それ以外の「分館」を分

館と呼んでいて、それぞれの地域についてはその地域館が主要に面

倒を見ていくということを考えたんですけれども、実際やってみた

んですが、あまりうまく機能しませんでしたので、この地域館につ

きましてはこの機会に改めまして、分館はすべて分館という形で７

つの分館でいきたいと、今は考えております。 

 表の開設・移転年月というところを見ていただきたいんですけれ

ども、香里ケ丘図書館の昭和４９年１１月を筆頭といたしまして、

かなり古い館がございます。これらの施設については何らかの形で

改修または建てかえ等行っていかなければならないと我々は考え

ております。 

 それでは、本編の３ページにお戻りください。 

 ３ページの図書館サービス状況の推移なんですけれども、まず貸

出冊数からご説明いたします。 

 先ほど申しましたように、平成２０年度と２１年度、日本一とな

りまして、それ以降は緩やかな減少傾向にあります。 

 一方、予約件数につきましては、２１年度にインターネット予約

システムを導入いたしまして、従来、図書館に来館しなければ書架

の本を借りられなかったんですけれども、インターネット予約シス

テムを導入したことで、書架にある本まで予約して取り置いてもら

って、来館したときにそれを借りることができることになり、予約

につきましてはどんどん伸びまして、２４年度まで伸びて、２５年

度若干下がったという形になっております。 

 続きまして、下の実・延べ利用者数なんですけれども、実利用者

数、延べ利用者数についてご説明させていただきますけれども、実
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利用者数につきましては、１年度中に１回以上貸出サービスをご利

用になった人の総計となります。１人の方が１０回借りようと１回

だろうと、この人は１人とカウントされます。 

 延べ利用者数につきましては、日々図書館を開館しておりますけ

れども、その１日で貸出サービスを受けた方を１年間総計した数が

延べ利用者数となります。 

 グラフの上のほうが延べ利用者数となりまして、平成２１年度以

降につきましては若干下がりぎみですけれども、大体横ばい傾向に

ございます。一方、下のグラフの実利用者数につきましては、２１

年度をピークといたしまして、やや減少傾向にあるということが言

えます。 

 ただ、これは利用者数という言い方をしておりますけれども、あ

くまで貸出サービスを受けられた方の数でございまして、実際には

新聞や雑誌だけをお読みになって帰られる利用者もたくさんおら

れますので、実際の利用者はさらに多いとお考えいただければと思

います。 

 それでは、次の４ページをごらんください。 

 図書館の運営経費の推移でございます。 

 まず、一番上の図書館費ですけれども、図書館費と申しますのは、

図書館運営に必要な総経費でございます。見ていただければわかり

ますように、２０年度から２５年度まで緩やかに下がっておりま

す。これは人件費等の減少の影響が大きいんですけれども、ただ、

２３年度だけ上がっておりますのは、この２３年度につきまして

は、分館７館に対しまして盗難防止装置をまとめて設置いたしまし

た。このときその経費が５,０００万円ほどかかりましたので、そ

の経費のために経費が上がっているという形になっております。 

 続きまして、真ん中の人件費でございますけれども、人件費は多

様な任用形態の採用等によりまして、減少傾向にございます。 

 続きまして、資料費でございます。資料費につきましては、中央

図書館が平成１７年に開館いたしましたけれども、その中央図書館

の蔵書を充実しなければならないということで、１６年度から２０

年度にかけまして、集中的に資料費を投入いたしました。その結果、

中央図書館の蔵書が一定充実されたということで、平成２１年度以

降は資料費を中央図書館開館以前の費用に戻したところでござい

ます。ただ、サービスを維持するためには資料費が必要ですので、

できるだけ増やそうということで、年々若干ではございますけれど

も、増加させているという経過を歩んでおります。 

 それでは、ここで資料編の３ページをごらんください。 

 Ｂの図書館サービスの状況でございます。 

 貸出冊数と予約冊数の館別の状況を記録させていただいており
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ます。上の貸出冊数につきましては、分館はそれほどでもないんで

すけれども、中央図書館の減少傾向が目立つという傾向が出ており

ます。 

 予約につきましては、２５年度は若干下がっておりますけれど

も、おおむね中央も含めて全館が増加傾向にあります。 

 それでは、４ページに移っていただきまして、これは文部科学省

の社会教育調査から全国の状況をとってきたものでございます。 

 左側の登録者数から真ん中の帯出者数、これは貸出者数のことで

す。右側が貸出冊数となっておりまして、これは２２年度までの統

計しかございませんけれども、登録者数につきましては、１９年度

から２２年度にかけて若干下がっているという形になっておりま

す。 

 帯出者数、貸出者数につきましては、１９年度から２２年度にか

けても上がっています。貸出冊数についても、１９年度から２２年

度については上がっているということで、社会教育調査では、全国

的に登録者数は下がっているのですけれども、貸出者数と貸出冊数

は上がっておるという形になっておりまして、全国的には伸びてい

る中で、枚方は貸出が減少傾向にありますので、何らかの手だてが

要るのかなと考えております。 

 一方、Ｄの出版市場規模の推移ということで、そちらの方を見て

みますと、ちょうどこの山の頂点の平成８年度、１９９６年度を頂

点といたしまして右肩下がりに下がっているということで、先ほど

言いましたように、図書館の利用は伸びていますが、活字資料全体

の利用は全国的には減っているという結果が出ております。 

 それでは、また本編の５ページにお戻りください。 

 ⑥の市立図書館の特色をご説明させていただきます。特色として

３点挙げております。 

 １つ目が充実した図書館サービス網、２つ目が充実した障害者サ

ービス、３つ目が充実した子ども読書活動推進施策、この３つを特

色として挙げさせていただきました。 

 まず、１つ目の充実した図書館サービス網なんですけれども、こ

の図書館サービス網にプラスしまして、この７月２２日から有料の

宅配サービスを実施させていただきます。今まで以上に利便性が高

まるものと期待しておるところでございますけれども、図書館のサ

ービス網につきましては、先ほども言いましたが、中央図書館と７

つの分館、１１の分室、自動車文庫２４ステーションございまして、

この体制で運営をいたしております。 

 これは市民の日常生活圏の中に図書館のサービスポイントを設

置してサービスを提供していく、全域サービスの考え方に基づいて

行っております。 
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 図書館というのは、施設という点があれはいいだけではなくて、

図書館を利用する市民の日常生活圏という面の中に図書館のサー

ビスポイントを設置することで、市民の読書習慣の維持や向上に寄

与することができると我々は考えておりまして、子どもや障害者、

高齢者を含む市民の誰もが普段の暮らしの中で読書に親しむこと

ができる環境を今後も整えていきたいと考えております。 

 続きまして、充実した障害者サービスでございます。障害者サー

ビスの内容といたしまして、対面読書でありますとか録音・点字図

書の製作や貸し出し、字幕入り映像資料の製作や貸し出し、あとバ

リアフリーブックトークですね。ブックトークといいますのは、特

定のテーマを定めまして、主に子どもが対象ですけれども、数冊の

本を手にとりまして、この本はこういう本ですよと説明するものな

のですけれども、これを手話でやるという取り組みも行っておりま

す。 

 対面読書と録音・点字資料の製作につきましては、職員と音訳、

点訳協力者が連携して実施しておりまして、この点訳、音訳協力者

との連携によるサービスは、本市の障害者サービスの大きな特徴と

なっております。 

 そのほか、点字図書館等ではなく、一般の公共図書館で、録音や

映像資料の製作や聴覚障害者向けのブックトークを全国で一番最

初に始めたのは本市でございまして、現在でも本事業を実施してい

る公共図書館はなかなかないということで、大変先進的なサービス

を行わせていただいております。 

 続きまして、充実した子ども読書活動推進施策ということで、現

在行っておりますのは、まず日常的にお話会を実施しておりまし

て、これにつきましては、職員が実施するだけではなくて、ボラン

ティア養成を行いまして、そのボランティアさんにもお話会をして

いただいております。また、市内の団体向けに図書を貸し出したり、

子ども向けの各種行事等も開催しております。 

 あと、学校図書館との連携事業ということで、例えば調べ学習コ

ンクールであるとか朗読大会であるとか、図書館から学校等に出向

いてのお話会等を実施しております。 

 そのほか、学校図書館支援といたしましては、学校司書の派遣を

図書館から３名、３中学校に対して現在行っております。 

 あと、団体貸出図書を、現在は学校からとりに来ていただいてい

ますが、それを市立図書館から学校に持っていくということで、巡

回車で学校と図書館を結んで、直接団体貸出図書を届けようという

サービスをこの９月から始める予定となっております。 

 そのほか、学校図書館に対しましては、今の枚方市立図書館が蓄

積しました経験や知識を生かしまして、専門的なアドバイス等を行
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っております。 

 続いて６ページです。 

 今までの現状を踏まえまして、今後、図書館がどのような運営を

行っていくのかということなんですけれども、まず基本的な考え方

をお示ししたいと思います。 

 「（２）今後の図書館運営の基本的な考え方」ということで、市

民価値を高める図書館運営を、これから我々は行っていきたいと考

えております。 

 この市民から見た価値については、本市が都市ブランドとしてお

ります教育文化都市の充実、発展であろうと考えておるんですけれ

ども、この市民から見た価値を上げるためには、サービスの拡大、

増加を図るとともに、運営の効率化を図っていく。右側は分数にな

っておりまして、サービスを拡大させながら運営の効率化を図るこ

とで、市民から見た価値を最大化させていこうと考えております。 

 この基本的な考え方を実現していくために、枚方市立図書館が課

題と考えておりますのが、この（３）の市立図書館の課題となりま

す。①から⑨までの課題を今考えております。 

 １つ目が効率的・効果的な管理運営体制の構築、２つ目が特色あ

る図書館づくり、３が良質なサービスの維持・向上、４が社会の変

化への対応のための支援ということです。５番目として、図書館の

理念、蓄積した知識、技術、能力の継承・向上、６番目が施設の老

朽化への対応、７番目が学校図書館蔵書のデータ化及び市立図書館

のコンピューターシステムとのオンライン化、８番目が発信力のあ

る図書館づくり、９番目が中長期的な図書館政策の企画立案と、こ

の９つの課題を考えております。 

 それでは、この課題を具体化して、ご説明させていただきたいと

思います。 

 まず、効率的・効果的な管理運営体制の構築ということで、この

考え方につきましては、まず本市の財政状況は大変厳しいものがご

ざいまして、今後とも景気がよくなることはなかなか考えにくい状

況でございますので、どうしてもサービスを向上していこうと思い

ますと、選択と集中という考え方が出てまいります。この選択と集

中によりまして、図書館の各施設の役割分担の最適化を行いたいと

思います。 

 この結果、この役割分担に合った効率的・効果的な管理運営体制

を構築いたしまして、この成果を使いまして、サービスの向上と生

み出した資源、人材や物や予算の再配分と行っていきたいという考

え方でございます。 

 これは先ほどの基本的な考え方で示しました運営の効率化を手

段といたしまして、この効率化の成果をサービスの拡大、増加に結



34 

びつけていくことで、市民から見た価値を上げていこうという考え

方でございます。 

 この生み出した価値の資源の再配分先として考えておりますの

が、まず②の特色ある図書館づくりでございます。この特色ある図

書館づくりにつきましては、子ども読書活動のさらなる推進、特に

学校図書館支援について重点的に取り組みを行いたいと思ってお

ります。 

 先ほど第２次グランドビジョンの説明で、図書館の特色づくりと

して、この子ども読書活動の推進とともに、枚方地域コレクション

の構築と専門的なレファレンスを挙げるというふうにご説明させ

ていただいたと思うんですけれども、地域コレクションにつきまし

ては、順調に収集もレファレンス対応も進める体制が整っておりま

すので、今後につきましては、特に子ども読書活動の推進に重点的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、７ページの上、資源の再配分先の２つ目です。良質

なサービスの維持・向上ということで、司令塔としての中央図書館

機能の強化と資料の充実を考えております。 

 続きまして、資源の再配分先の３つ目、これが社会の変化への対

応のための支援ということで、役に立つ図書館を構築したいという

ことなのですけれども、これは図書館は単に図書を貸し出すだけの

貸本屋ではなくて、市民の課題解決に積極的に関与していくんだと

いう意味で、役に立つ図書館と書いてございます。 

 内容といたしまして、高度情報化への対応のための支援、自己決

定、自己責任が求められる時代への対応のための支援、グローバル

社会の進行への対応のための支援、少子・高齢化に合わせた支援を

考えております。 

 ５つ目の課題といたしまして、図書館の理念、蓄積した知識、技

術、能力の継承・向上ですけれども、まず図書館の理念、目指す方

向の職員間での共有化ということで、まず図書館は何をするところ

かということとか、図書館職員の役割は何かということを共有化し

たいと考えております。 

 続きまして、本市の図書館司書が今までに培ってきた専門的な知

識や技術、図書館政策の企画立案能力の継承のための専門的なスタ

ッフの計画的な配置を考えております。現在、図書館の専門的スタ

ッフは高齢化が進んでおりますので、それを踏まえまして、質の高

いサービスの安定的な維持・継承のために、計画的な職員配置を行

っていきたいと考えております。 

 続きまして、定型業務の積極的なマニュアル化ということで、継

承すべき知識・技術のうち、マニュアル化できるものにつきまして

はマニュアル化することで効率化ができると考えておりますので、



35 

定型業務につきましては積極的にマニュアル化を行っていきたい

と考えております。 

 続きまして、専門的スタッフが主に担っていくべき今後の課題と

いいますか、今後担っていく仕事としての非定型業務、専門的な知

識、技術、企画立案能力等を生かした業務を担う、図書館運営の核

となる職員の計画的な育成を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、⑥の施設の老朽化への対応ということで、老朽化し

た施設につきましては、改修または建て替えという２つの考え方を

持っておりまして、施設の状況によりましてベストの選択を行って

いきたいと考えております。 

 続きまして、現在コンピューターシステムが導入されておりませ

ん学校図書館蔵書のデータ化と市立図書館のコンピューターシス

テムとのオンライン化を考えております。このデータ化とオンライ

ン化を進めることで、学校図書館蔵書の有効活用が図れるものと

我々は考えております。 

 続きまして８番目、発信力のある図書館づくりということで、図

書館は、まずその存在を知ってもらわなければ、またサービスを知

ってもらわなければ、そもそも人生を豊かにしてくれる人類の英知

の宝庫との出会いも始まらないということで、発信力をまず高め

て、図書館を知ってもらおう、よく思ってもらおうということで、

その仕掛けを充実していきたいと思っております。 

 市民へのアピールとともに、全国へのアピールもしていきたいと

いうことで、図書館のまちのイメージづくりを行っていきたいと考

えております。 

 最後の９番目、中長期的な図書館政策の企画立案ということで、

先ほどご説明した第２次グランドビジョンにつきましては２７年

度までの計画になりますので、それ以降のビジョンの策定が必要で

あるということと、あと特色づくりを進めるための計画の策定を、

これからの図書館の道しるべとするためにつくっていきたいと考

えております。 

 今までご説明させていただいた課題を解決していくための具体

的な取り組みについて説明をさせていただきますのが、８ページの

下の２、課題解決に向けた取り組みになります。 

 この表なんですけれども、まず左側に先ほどご説明しました①か

ら⑨までの課題がございます。その右側に課題の中身ということ

で、先ほど課題の具体化のところで示した課題の中身が来まして、

一番右側に課題解決に向けた取り組み内容を書いております。 

 まず、１番目の効率的・効果的な管理運営体制の構築につきまし

ては、課題解決に向けた取り組みとして、選択と集中による各施設

の役割分担と、２番目として生涯学習施設と図書館の複合施設への
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指定管理者制度の導入を考えております。３つ目が、効率的な運営

によって生み出しました資源を再配分していくということを考え

ております。 

 続きまして、９ページの上、②特色ある図書館づくりですけれど

も、これにつきましては、先ほど申しましたように、子ども読書活

動の推進を中心にやっていきたいと思っておりますけれども、取り

組みといたしましては、図書館内外での子ども読書活動推進と学校

図書館支援という２つに分けて考えていきたいと思っております。 

 ３つ目、良質なサービスの維持・向上に係る具体的な取り組みと

しては、中央図書館機能の強化と資料の充実ということで、資料の

計画的な収集と魅力ある蔵書の構築、それから電子書籍導入に向け

た準備も進めたいと考えております。 

 ４つ目の社会の変化への対応のための支援ということで、高度情

報化への対応のための支援ということで、情報活用能力の育成を行

うための支援、それから自己決定、自己責任が求められる時代への

対応のための支援といたしまして、自己決定に必要な資料、情報の

収集、提供と、その資料、情報にアクセスするための支援、それか

らグローバル経済の進行への対応のための支援としましては、ビジ

ネス支援や世界で活躍できる子どもの育成の支援を行いたいと思

っております。 

 少子・高齢化への対応といたしましては、全域サービスの維持と

生涯学習の場の提供と、学んだことを生かす場の提供を行いたいと

思っております。 

 ５つ目の図書館の理念、蓄積した知識、技術、能力の継承・向上

につきましては、まず職員間での理念等の共有化を行うとともに、

専門スタッフの計画的な配置につきましては、現在の職員の退職時

期を踏まえた専門スタッフの配置、それから先ほど言いました業務

のマニュアル化、それと非定型業務につきましては、専門的な知識、

技術の育成と計画的なジョブ・ローテーションによる図書館政策の

企画立案能力の育成を考えております。 

 ６つ目の施設の老朽化対応につきましては、枚方市の市有建築物

保全計画がございまして、現在それが進められておりますので、そ

れに基づく改修と、香里ケ丘図書館につきましては建て替えを検討

いたしております。 

 ７番目の学校図書館蔵書のデータ化及びオンライン化につきま

しては、まずデータ化では蔵書分類等、統一を行うとともに、蔵書

のデータ化を行っていきたい。それからシステムのオンライン化に

つきましては、まずシステムの構築を行い、システム運用ルールの

確立と操作の研修を行った上で実施していきたいと考えておりま

す。 
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 ８番目の発信力のある図書館づくりにつきましては、取り組みと

いたしまして、市民への図書館サービスのさらなる周知と、インタ

ーネット環境を利用したさらなるサービス向上を考えております。 

 ９番目の中長期的な図書館政策ですけれども、これにつきまして

は、第３次グランドビジョンの策定と第３次枚方市子ども読書活動

推進計画の策定を考えております。 

 今、取り組みとしてご説明いたしました内容について、具体的に

取り組みの説明をさせていただきます。 

 まず、効率的・効果的な管理運営体制の構築なんですけれども、

これをご説明する前に、まず効率的・効果的な管理運営体制の構築

を検討するために、まず選択と集中による図書館施設の役割分担と

いうものを考えております。 

 従来、市立図書館では、中央図書館、分館、分室と、種別による

明確な役割分担は行ってこなかったのですけれども、選択と集中の

考え方に基づきまして、今後は役割分担の最適化を行いたいと思っ

ております。 

 この下の左側の二重線のところが館の種別になります。黒の太線

がそれぞれの館の種別のコンセプトを書いてございまして、右側に

役割を書いているという流れになっております。 

 中央図書館につきましては、役割分担として、「全館の司令塔」

という役割を与えております。中央図書館は市内最大の蔵書規模、

各種機能を有する図書館であるとともに、近隣地域の分館の機能を

有しております。したがいまして、ベーシックな図書館サービスを

行うとともに、知識、経験の蓄積を求められるような選書や高度な

レファレンスとか、専門的なサービスを集中的に行っていきたいと

思っております。 

 また、全館の司令塔として、図書館政策の企画立案や各種サービ

スのセンター機能を果たしていきたいと考えておりまして、その役

割につきましては、右側に書いておりますようなサービスの調整機

能でありますとか、レファレンス等専門的サービス、それからベー

シックなサービスも行いますとともに、障害者サービスや児童サー

ビスや学校図書館支援のセンター機能も果たしまして、さらに図書

館政策の企画立案を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、分館につきましては、コンセプトといたしまして、

「ふだん使いの図書館」という位置づけを与えたいと思っておりま

す。 

 中央図書館は蔵書が４１万冊もありまして、かなり専門的な図書

までそろっておるんですけれども、分館につきましては、蔵書は大

体８万冊から１０万冊ということで、どうしても小説や実用書が中

心となってまいります。その蔵書の傾向の影響もあってか、レファ
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レンスにつきましても、あるのはあるんですけれども、それほど難

しいのはそれほどないということで、レファレンス対応につきまし

ては、もちろん簡単な、この本はどこにありますかとか、この分野

の本はどこにありますかというようなものについては分館で対応

したいと思いますけれども、専門的なものについては中央図書館で

回答して、その答えを分館に回して、また分館から回答してもらう

という形を考えております。 

 分館の役割としては、ベーシックなサービスや簡単なレファレン

ス、それから対面読書等の障害者サービスやお話会、各種行事の開

催を考えておりまして、基本的にマニュアル化が可能な業務に特化

して、分館はサービスを行っていきたいと考えております。 

 分室につきましては、コンセプトとして、「居場所としての機能

を重視」したいと思います。分室は、そもそも蔵書規模が小さくて、

サービス圏域も狭いですので、現在地域のつながりが薄れていると

いう状況の中で、地域の人々の居場所としての機能を重視した運営

を今後行っていきたいと思っておりまして、役割としては居場所機

能とベーシックな貸し出し、予約のサービス、それからお話会、行

事等を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、生涯学習施設と図書館の複合施設での指定管理者制

度の導入をご説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料編をごらんいただきたいと思います。資料編の４ペー

ジの下段をごらんください。 

 ４ページの下段のＥ、効率的・効果的な図書館の管理運営に係る

市の方針というところです。この市の方針については、既にお示し

させていただいておるところでございまして、昨年２月に枚方市行

政改革実施プランを出しまして、その中で生涯学習市民センターと

図書館の管理運営について、それぞれの施設の役割を踏まえ、サー

ビス向上と効率性の観点から検討を行い、今後の方針を策定する。

特に複合施設である６館については連携を図りながら、今後の効率

的な管理運営体制について方針を定めるというプランを出させて

いただきました。 

 これを受けまして検討を進めた結果、本年２月に市政運営方針

で、市民サービス向上と効率的な管理運営を図るとともに、利用者

の意見等も踏まえながら、生涯学習施設と図書館の複合施設への指

定管理者制度の導入に向けて準備を進めますと書かせていただい

たところでございます。 

 資料編、次の５ページを見ていただきまして、指定管理者制度な

んですけれども、指定管理者制度につきましては、平成１５年の地

方自治法の改正によって、それまでは公共的な団体に限定して委託

をしておりました管理委託制度にかわりまして、新たに公の施設の
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管理運営制度として創設されたものでございます。 

 指定管理者制度につきましては、地方公共団体が指定する民間も

含む法人、その他の団体に、地方公共団体にかわって公の施設の管

理を代行させることで、市民サービスの向上や行政コストの削減を

図ることを目的とした制度となります。管理運営主体につきまして

は、民間事業者も含むものとなっております。 

 権限と業務の範囲につきましては、施設の管理に関する権限を指

定管理者に委任を行います。設置者たる地方公共団体につきまして

は、管理権限の行使を行わず、設置者としての責任を果たす立場か

ら必要に応じて指示を行うという形になっております。 

 次、２の市町村立図書館への指定管理者制度の導入状況というこ

とで、これは平成２５年の調査ですけれども、２０１２年までに導

入した市町村が全部で１５６市町村ございます。２０１３年度に２

２市町村が、この調査時点では導入予定でございまして、２０１４

年度以降導入を予定している自治体は３６あるということが言わ

れております。全１,７４１自治体中、これだけの数字の自治体が

指定管理をしている、または考えているという形になっておりま

す。 

 ３番目として、大阪府内の指定管理者制度の導入状況といたしま

しては、府内で４市が現在指定管理者制度を導入しておりまして、

大阪狭山市、大東市、摂津市、和泉市が指定管理者制度を導入して

おります。 

 そのほか、指定管理者制度という方式ではございませんけれど

も、図書館の業務を部分的に委託するという業務も図書館は行って

おりまして、それにつきましては、大阪市が窓口サービス等の委託

を行っているのをはじめ、さまざまな市で委託を行っております。 

 本市につきましては、図書館間を結ぶ逓送、巡回業務につきまし

ては、委託を行っております。 

 これは今現在、我々がわかっている範囲で、もしかしたらこれ以

上の市もあるかもしれません。 

 それでは、本編の１１ページにお戻りください。 

 それでは、生涯学習施設と図書館の複合施設への指定管理者制度

の導入についてご説明させていただきます。 

 導入効果が期待できる、複合施設への指定管理者制度の導入を手

段として、運営の効率化を図って、その成果をサービスの拡大、増

加につなげていきたいと考えております。 

 まず、運営の効率化ですけれども、複合施設の一体的な運営とい

うことで、現在、生涯学習市民センターと図書館の複合館につきま

しては、それぞれ窓口を持って、それぞれに職員を置いて運営して

おりますが、この窓口の一本化を行うことで、効率化を図っていき
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たいと考えております。 

 続きまして、複合施設への指定管理者制度の導入を行うことで、

民間が得意とする曜日や時間帯ごとの繁忙状況等に合わせた効率

的な人材投入が可能となり、これらのことを実施することで効率化

を図って、この成果を、以下の複合施設のサービス向上や他の事業

等への資源の再配分に充てていきたいと考えております。 

 まず、再配分先としてのサービス向上です。複合施設のサービス

向上につきましては、現在、生涯学習市民センターと図書館は開館

時間帯も開館している日数とかも違うんですけれども、基本的に図

書館の開館時間帯や開館日数を増加させる形で生涯学習施設と統

一することで、サービスの向上を図っていきたいと思っておりま

す。 

 そのほか、指定管理者による民間のノウハウを生かしたサービス

ということで、スタッフへの充実した研修等を行うことによって提

供されるホスピタリティ、いわゆるおもてなしというものが期待で

きますし、それから民間が持つさまざまな人材のネットワークを生

かして、各種行事等の開催を行っていきたいと思います。 

 そのほか、制度導入後も行政によるサービスも継続したいと考え

ておりまして、例えば熟練を要するブックトークでありますとか、

ストーリーテリングなどを、複合施設に中央図書館の職員が参りま

して、出前行事の形で開催したいと考えておりまして、このように

指定管理者と行政の連携によりまして、重層的な事業展開を行って

まいりたいと考えております。 

 そのほか、施設のフレキシブルな活用ということで、現在図書館

は図書館、生涯学習市民センターはセンターという形できっちり区

分けして施設等を使っておるんですけれども、一体的な運営を行う

ことで、事業の目的に合わせて施設を一体的に運用していきたいと

いうことと、生涯学習事業と図書館事業のコラボ等も行っていきた

いと思っております。 

 続いて、生み出した資源、人材、物、予算の再配分につきまして

は、この運営の効率化に伴う資源の再配分先としまして、１つ目が

特色ある図書館づくり、これは言いましたように子ども読書活動の

推進ですね。とりわけ学校図書館支援に資源を投入していきたいと

考えております。 

 ２つ目の再配分先として、良質なサービスの維持・向上、３つ目

が社会の変化への対応、この３つに充てていきたいと思っておりま

す。 

 次に１２ページに行きまして、特色ある図書館づくりです。 

 これは子ども読書活動のさらなる推進ということで、子ども読書

活動にことさら注目する理由ですけれども、読書活動は、子どもが
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言葉を学びまして、最終的に人生をより深く生きる力を身につけて

いく上で欠くことができないものであると考えております。また、

読書を通じまして、最終的に言語に関する能力を涵養すること、そ

れから、未来を担う子どもたちがこういう力を身につけることは、

本市やひいては我が国の継続的な発展のために大変重要であると。

これらを理由として、今後は子ども読書活動のさらなる推進に努め

ていきたいと考えております。 

 まず、図書館内外での子ども読書活動の推進といたしましては、

この点線より上の既存の取り組みに加えまして、現在行っておりま

す学校との連携事業、調べ学習や朗読大会等、これらに加えてさら

なる事業の充実を行うとともに、児童書や児童書コーナーの充実や

団体貸出図書の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、特に重点的に取り組みたいと思っております学校図

書館支援につきましては、この点線より上の従来の取り組みに加え

まして、現在３中学校に派遣しております学校司書をさらに増やし

まして、最終的に１９中学校全てに配置したいと思っております

し、学校巡回便につきましても、さらに巡回するコースを増やして

いきたいと思っております。 

 そのほか、団体貸出用図書の充実。読書支援用図書と調べ学習用

図書の２種類に分けておりますけれども、これを充実してまいりた

いと思っておりますのと、学校図書館蔵書の有効活用を図るため

に、データ化、オンライン化を行ってまいりたいと考えております。

このデータ化、オンライン化につきましては、また後ほどご説明さ

せていただきます。 

 さらに、学校図書館ボランティアの養成を行ってまいりたいと思

っております。 

 ここでまた資料編の方をご覧いただきたいと思います。資料編の

６ページをごらんください。 

 学校図書館支援につきましては、読書力や読解力の向上を図りま

して、最終的に学力の向上に結びつけたいと我々は考えているんで

すけれども、読解力なんですが、国際調査がございます。生徒の学

習到達度調査といいまして、これはＯＥＣＤが行っているものでご

ざいますけれども、２０００年から２００９年にかけての調査結果

がございます。 

 日本は国際水準で２０００年度は８位、それから３年ごとに１４

位、１５位と下がりまして、２００９年は８位と上がっております。

この下のところに参考といたしまして、各分野の国際比較というこ

とで、順位のみですけれども、読解力が８位、１４位、１５位、８

位であったものに比べまして、数学や化学につきましては１位、６

位、１０位、９位とか、２位、２位、６位、５位と結構高位にある
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んですね。やはり読解力が少し低いということで、我が国の子ども

たちについては読解力を上げていかなければいけないと我々は考

えまして、ぜひこれに取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、資料の７ページをごらんください。 

 それでは、読解力が低いというのは、読書量が少ないのかという

と、子どもの読書量の推移を見ますと、決して読書量は減っている

んではなくて、むしろ年度を増すごとに読書量は増えているんで

す。下のほうの不読者、読まない人はどんどん減っているというこ

とで、ただ読むだけではなくて、情報を選んで理解して、自分なり

の答えを見つけ出していくような能力の育成が求められているん

だろうなということで、現在学校で行われております調べ学習等を

充実していく必要があるのかなと我々は考えておるところでござ

います。 

 あと、資料といたしまして、Ａ３横長の学校図書館教育事業をつ

けさせていただいております。これは学校図書館へ支援を行ってお

るサービスの概要になっておりますので、また機会があればご覧い

ただきたいと思います。 

 それでは、本編の１３ページにお戻りください。 

 ３の良質なサービスの維持・向上というところをご覧ください。 

 良質なサービスの維持・向上といたしましては、まず１つ目、司

令塔としての中央図書館機能の強化を考えております。中央図書館

におきましては、専門的なサービスを安定的に提供すること、児童

サービス、学校図書館支援、障害者サービスのセンター機能、それ

から市民のニーズを行政自ら理解するということで、職員が窓口サ

ービスを行って、市民ニーズや利用状況を把握して、それを図書館

行政に生かしていくということを考えております。 

 それから、市民ニーズや図書館利用状況にマッチした図書館政策

の企画立案を行って、図書館全館のかじ取りを行いながら、市民サ

ービスを向上させていきたいと考えております。 

 資料の充実につきましては、蔵書計画に基づきまして、魅力ある

蔵書を構築してまいりたいと考えております。 

 さらに電子書籍等の導入も考えておりまして、その準備を進めて

まいります。 

 続いて、④の社会の変化への対応のための支援といたしまして

は、まず１つ目、高度情報化への対応のための支援といたしまして、

インターネット検索端末の増設の検討、関連図書の充実、情報にア

クセスするための、先ほど説明がありましたパスファインダー等の

情報提供、それから図書館内におけるＷｉ-Ｆｉ環境等の整備を検

討してまいりたいと思っております。 

 続きまして、２つ目、自己決定、自己責任が求められる時代への
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対応といたしましては、課題解決に必要な幅広い資料、情報の収集

と、図書館が行っておりますレファレンスサービスの周知に努めま

して、より正確な自己決定ができるよう支援してまいりたいと思っ

ております。 

 グローバル社会の進行への対応といたしまして、１つ目、ビジネ

ス支援に関しましては、関連図書の収集と有料データベースの充

実、それからビジネス支援に対しましてもレファレンスサービスを

行っていることを周知いたしまして、ビジネスの企画立案の支援か

らアイデアを形にする支援まで行っていきたいと考えております。 

 世界で活躍できる子どもの育成への支援ということで、多文化理

解の本とか、世界の絵本の充実、それから語学関係の本の充実を図

ってまいりたいと思っております。 

 少子・高齢化に合わせた支援といたしましては、全域サービスの

充実ということで、やはり最寄りの場所に図書館がないと、子ども

や高齢者は利用しにくいということで、全域サービスを引き続き維

持していきたいと考えております。 

 それから、生涯学習の場の提供と学んだことを生かす場の提供と

いうことで、図書館でボランティア活動の機会を提供して、さまざ

まな図書館業務に関する技術の講習を行うとともに、実際にボラン

ティア活動に参加していただきたいと思っております。 

 続きまして、５の図書館の理念、蓄積した知識、技術、能力の継

承・向上で、まず図書館の理念の共有化ということで、図書館の存

在意義についての共通理解ということですけれども、図書館は人類

の英知の宝庫でありまして、図書館資料は人生を豊かにしてくれる

ものであるということ、それから図書館は知の源泉である資料を提

供して市民の読書を推進して、基礎学力や考える力の向上を図るた

めの知的基盤でありまして、地域の文化や経済社会の発展を支える

教育機関でもあります。さらに、図書館は市民の自主的な判断を支

える情報提供機関でもあります。 

 このような役割を持つ図書館の職員の役割は、まず本や情報を知

って、その内容を理解して、それを求める人や利用者と、本と人を

結びつけることであると。これらの理解を共有化してまいりたいと

思っております。 

 それから、市立図書館が目指す方向の共有化ということで、今後、

役に立つ図書館、価値を生み出す図書館、特色のある図書館、この

ような図書館をつくっていくことによりまして、市民の人生を豊か

にする図書館をつくってまいりたいと思っております。 

 次に、専門的スタッフの計画的な配置ですけれども、先ほど申し

ましたが、職員の高齢化が進んでおります。現在、図書館におりま

す図書館司書採用者は２６人おりますけれども、順次退職を迎えま
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して、１０年後の平成３６年度には３人になってしまいます。これ

ではせっかく今まで蓄積いたしました知識や技術が失われてしま

うことになりますので、この１０年間に次の図書館を担う専門的ス

タッフを配置してまいりたいと考えております。 

 １６ページに移ります。 

 専門的スタッフの計画的な配置ということで、なぜ専門的スタッ

フを配置しなければならないかということなんですけれども、良質

な選書やレファレンス、子ども読書活動等の専門的なサービスにつ

きましては、単に図書館司書資格を有していればいいというわけで

はなくて、長年の経験や知識の蓄積がなければ、質の高いものは提

供できません。それに、専門的なサービスを含め、良質なサービス

を維持・向上させる上で、どうしても各サービスの核となる専門的

なスタッフは継続的に必要であると我々は考えます。したがって、

専門的な知識を持つスタッフが今在職しているうちに計画的に専

門的スタッフを配置して、現在まで蓄積した知識、技術を継承させ

て、さらに発展させていく必要があると考えております。 

 続きまして、定型業務の積極的なマニュアル化につきましては、

先ほど申しましたように、マニュアル化できるものはマニュアル化

を行いまして、効率化を図っていきたいと思っております。 

 管理業務のマニュアル化につきましては、現在あまり進んでおら

なかったんですけれども、今後進めていきたいと考えております。 

 次に、マニュアルでは対応できない、専門的スタッフこそが担う

べき非定型業務を担う図書館運営の核となる職員の計画的な育成

ということで、専門的な知識、技術の育成につきましては、ＯＪＴ

（On the Job Training）だけではなくて、各種研修への参加等を

通しまして、専門的な知識、技術の育成を行ってまいりたいと思っ

ております。 

 計画的なジョブ・ローテーションによる図書館政策の企画立案能

力の育成につきましては、さまざまな図書館業務に計画的につかせ

るだけではなくて、行政職員としての知識、技術の向上も図りまし

て、幅広く図書館業務を見渡せる人材の育成を行うことで、図書館

政策の企画立案能力の育成を行ってまいりたいと考えております。 

 ６番目の施設の老朽化への対応につきましては、保全計画に基づ

く改修を行っていけるものについては計画どおり進めてまいりま

す。 

 香里ケ丘図書館の建てかえにつきましては、以下の４つの理由か

ら建てかえを検討しております。 

 １つ目は、香里ケ丘図書館は、分館の中でも楠葉に次ぎまして２

番目に利用の多い本市南部のサービス拠点でありまして、全域サー

ビスを維持する上で、香里ケ丘図書館は不可欠だということです。
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それから２つ目が、昭和４９年に開館いたしました香里ケ丘図書館

は、単に老朽化が進んでいるだけではなく、他の分館と比べてかな

り閲覧スペースが狭く、さらにバリアフリー対応もできておりませ

んので、根本的な施設改善が必要だということ。 

 それから図書館の建てかえなんですけれども、平成３１年度まで

に建てかえることを条件に、図書館の建てかえが国の補助金の交付

対象となっておりまして、この補助金が交付される可能性があると

いうこと。４つ目に、現在、香里ケ丘地域につきましては、ＵＲ（都

市再生機構）等によって再整備が進められておりまして、さらに隣

接する香里ケ丘中央公園に美術館が建設されることが決まりまし

たので、香里ケ丘図書館周辺地域を香里ケ丘地区における教育文化

ゾーンとして再整備をすることで、まちづくりの観点からも、まち

としての格を上げるいい機会だと考えますので、以上の理由から香

里ケ丘図書館につきましては建てかえを検討してまいりたいと思

っております。 

 次に、学校図書館蔵書のデータ化及びオンライン化につきまして

は、まずこのデータ化とオンライン化の必要性なんですけれども、

学校図書館には市立図書館以上にカリキュラムに沿った蔵書がた

くさんございまして、学校間で貸借を行うことができるようになれ

ば、同じテーマの図書を複数そろえて、授業等に生かすことができ

るようになります。現在運行を予定しております学校巡回便を運行

させることで、学校間の蔵書の移動が可能となります。蔵書の検索、

移動等を図るためには、どうしても蔵書のデータ化、オンライン化

が不可欠となりますので、蔵書のデータ化及びオンライン化を行っ

ていきたいと考えております。 

 学校図書館の蔵書のデータ化に当たりましては、分類の統一とデ

ータ入力のルールの統一、蔵書のデータ化等を行うとともに、市立

図書館のコンピューターシステムとのオンライン化につきまして

は、システムの構築を図るとともに、システム運用ルール等の確立

等に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、１８ページ、発信力のある図書館づくりにつきましては、

市民への図書館サービスのさらなる周知ということで、学校図書館

との連携を今後進めてまいりますけれども、３万人おります児童、

生徒を通じて、各ご家庭に図書館情報の周知を行ってまいりたいと

思っておりますとともに、ホームページのサービス内容の周知のた

めのページの改善を図ってまいりたいと思っております。 

 さらに、インターネット環境を利用したさらなるサービス向上と

いうことで、例えば蔵書内容をホームページ上で、夏休みに読むお

薦め本など、テーマや季節ごとの職員のお薦め図書の紹介記事等を

掲載しまして、見たくなるホームページの構築等を行ってまいりた
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いと思っております。 

 さらに、現在行っておりますホームページ上のパスファインダー

やレファレンス事例集の充実を図っていきたいと思っております。 

 あと、今後の検討の課題ですけれども、ネットを通じたレファレ

ンスや利用者による書評入力等、できないかについて、可能性の調

査研究を行ってまいりたいと思っております。 

 最後、中長期的な図書館政策の企画立案ということで、先ほど申

しました第３次グランドビジョンの策定と第３次子ども読書活動

推進計画の策定を行っていきたいと考えております。 

 今までご説明いたしました、以上の取り組みを進めることで、役

に立って、価値を生み出して、特色のある市立図書館の構築を行い

まして、最終的に、図書館のまち枚方と呼ばれるほどの図書館を実

現してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

 

加堂議長   大変、内容の多岐にわたる説明をしていただきました。 

 ただいまの事務局の説明について、委員の皆様方のご意見、ご質

問をお願いしたいと思います。 

 

國光委員   全体的に大変すばらしい中身やなと思っていたんですけれども、

とりわけ学校の立場から言うと、学校図書館の支援策が今までにな

く充実しているということで、すばらしいなと思いました。特にそ

の中で言われた学校図書館への司書の配置、今３校ですけれども、

１９校にということは、ほんとうに学校にとってはすごく大きいも

のなので、たしか豊中とかが大分前からされていたと思うんですけ

れども、そういう部分でちょっとうらやましいなと思っていた部分

があるんですけれども、それを進めていくということで、ぜひ、少

しでも早くしてもらえたらありがたいなと思いました。ありがとう

ございました。 

 

志保田委員  言われたことのほとんどが、図書館の近未来の計画のようなこと

を言われたんですけど、それは第２次ビジョンとどう関係があるん

ですか。それを無視してやるのか、その後を言っているのか、そこ

はどうなんですか。 

 

事 務 局   ビジョンは２７年度で計画としては終了していく形になってい

きます。この計画につきましては２７年度以降、第３次グランドビ

ジョンに向けた骨子のような考え方で今おります。 

 

志保田委員  じゃ、早くとも２８年度以降しか、これに着手しないということ



47 

ですか。 

 

事 務 局   準備は進めてまいりますけれども、２８年度以降に実施していけ

ればと考えているところでございます。 

 

事 務 局   今、事務局が申し上げました、基本的にはそういうことになって

こようかと思いますが、第２次グランドビジョン、第３次グランド

ビジョンというのは、まだそういうことを定めたいと考えていると

いうことでございまして、これについてはその骨子になってくるん

やろうと。ただ、第２次グランドビジョンでもまだ残っている残課

題というのも踏まえながら、次につなげていくと。それにどのよう

なものを付加して我々はやっていくのかというような視点でつく

っておりますので、早く着手できるものについては先に着手して、

メリットをどんどん、市民のための図書館ということについては、

どんどんつくっていきたいなと考えております。 

 

志保田委員  言われたことの大部分は図書館活動ですね。図書館経営と２つの

問題を言われたんですけど、図書館活動の中身、さっき、こちらの

校長先生のほうも評価をされていますけど、学校に対するサービス

を高めるとか、そういうことにコミットしているから、図書館経営

にもかかわるんですけれども、図書館活動は一応、図書館の報告あ

るいは計画として発表してもらいたいと。つまり、社会教育課の活

動というのは、いわば教育という外的事項、内的事項を尊重して、

それを企画化して経営していくということだろうと僕は理解して

いますので、少しきょうの次長のご発表の中には、活動にええよう

にコミットしたようなことが多いんですけれども、それの本質は結

局は、端的に言えば、この複合館の指定管理者の問題に引っ張って

いこうとする前提であると聞こえるんですが、それはいかがなんで

すか。 

 

事 務 局   委員がおっしゃったことを取り違えていたら申し訳ないのです

が、この計画については社会教育課だけということではなしに、も

ちろん中央図書館とともに議論しながらつくってきているという

ことをまず前置きをさせていただきたいと思います。 

 

志保田委員  図書館も検討しているんですか。 

 

事 務 局   もちろんそうでございます。その中で、今ある図書館がどうある

べきかという議論の中で、おっしゃっていただいた、そこへ導こう

ということではなくて、やはり図書館が今ある課題について、どの
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ような選択肢をとっていくことが、ベターな選択になるのかという

ようなことの中で、社会教育部の中に図書館が今ある状況でござい

ますので、部全体としてこの案について練り上げてきたと考えてお

ります。 

 

志保田委員  これまた私、見落としているんですけれども、事務局が言われた

中で、この制度に変わっていくことの決議をしたというふうな論説

のところがありましたね、何とか計画とかいう。 

 

事 務 局   資料編の４ページの下のＥのところですね。効率的・効果的な図

書館の管理運営に係る市の方針のところですね。 

 

志保田委員  なるほど。この市民サービス向上云々というのは、これはどこで

決めたんですか。市政運営方針というのは、いつ誰が決めたんです

か。 

 

事 務 局   この市政運営方針につきましては、前年度に市長が翌年の市政の

運営について基本的な考え方について取りまとめて発表するとい

うものでございますので、その中でこちらのほうを決定されたとい

うものでございます。 

 

志保田委員  我々の知らないというか、関与しないところで上からこれがぽん

とおりてきて、これが作用してこの方向に行くというのは、少し理

解しにくいんですけれども。 

 

事 務 局   先ほど申し上げましたように、１つの方向として、この分につい

ては我々としても出されたと。その中でこの方向をどういうふうに

自分たちの仕事の中で生かしていくのかどうかということをこれ

まで検討させていただいた。このことについてはやはり我々、先ほ

ど申し上げましたように、今ここで申し上げた、説明させていただ

いたことを、全ては今の状況ではできないと。しかしやりたい。そ

の中でやるに当たってはどういう選択肢があるのかということを、

これまで図書館、社会教育部全体で考えてきて、先ほど申し上げま

したベターな選択肢として、我々はこれをとったということでござ

います。 

 

志保田委員  指定管理者というのをどれぐらい理解しておられるのか、どれぐ

らいメリットがあると思っておられるのか。例えば、指定管理者に

なっているわりと大きな会社にＴＲＣという会社があるんですけ

れども、この会社は、図書館の指定管理は商業ベースに乗らないと
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いう種類のことを言ったり、三菱総研の調査によると、指定管理者

が図書館業務を引き受けた場合に、インセンティブを高めようと思

ったら、継続できないということで放り出すということが起こって

きているということがあったりするんですが、その点どういうふう

にお考えになりますか。 

 

事 務 局   どの程度理解しているのかということについて、明確には１０

０％というようなことではないかと思いますけれども、１つおっし

ゃっていただいた、途中で投げ出したという事例があるということ

については私も理解しておりますが、そこについては、例えばＮＰ

Ｏ団体でありますとか財団でありますとか、そういうところについ

て人材とかいろんな条件があって、途中で直営に戻ったという事例

があるということはもちろん理解しておりますが、全国展開されて

おられるようなところの事例というのは、今のところ把握はしてお

らない。もちろん、それぞれ得意分野がありますし、不得意な分野

があろうかと思います。そこの不得意な分野に着目するのではなし

に、我々としては今申し上げました、全体のメリット、市として全

体の視点で今考えておるということでございまして、指定管理者の

中で、もし委員のおっしゃるように直営がカバーせなあかん部分が

あるんでしたら、そこについては十分カバーをする中で、今我々が

目指しているところをつくり上げていきたいと、このように考えて

おります。 

 

志保田委員  もう１つだけ、本編の課題の中に、生涯学習施設と図書館の複合

施設におけるという課題がついています。この課題というかタイト

ルですね。このタイトルは非常に僕は印象的に思うんですけれど

も、まずこれは図書館の５カ年計画の昨年度の評価の最後のところ

に出てくる、いわゆる指定管理者という言葉で出てくるんじゃなく

て、この言葉に変えてほしいと。事務局が使っておられる言葉に    

も変えてほしい。それから、もう１つは、この複合施設に限るとい

う意思は自身は見たんですけれども、その理由は何ですか。その複

合施設が指定管理者に向いているとか。 

 

事 務 局   複合施設は先ほど申しましたように、上に生涯学習センターがあ

り、下に図書館があるということで、これの窓口の一本化をしよう

と思っております。一本化しますと、それぞれ窓口を設置していた

人数を集約することができますので、必ず人件費の削減が可能であ

るということがわかりますので、一体的な運営ができるからこそ、

複合館は指定管理者になじむと我々は考えたところです。 
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志保田委員  そのように書いておられましたね、展開の方向にも。ただ、その

ことは市にはできないんですか、本職には。 

 

事 務 局   効果をどれだけ生み出せるかというところで考えると、なかなか

しんどいのかなと。 

 

志保田委員  そうでしょうか。最初から投げておったんでは。 

 

事 務 局   市でできないのかできるのかということで、人を雇ってお金をか

けてというようなことでやっていけば、可能か不可能かということ

であれば、可能ではないかなと思いますが、我々が今縷々申し上げ

ていますのは、コストを抑制しながらサービスを拡大していくには

どういうことが、市民価値を上げるには、やはりコストをかけ放題

ということではないだろうと考えておりますので、その中で事務局

が申し上げましたように、一番効率的な部分について、どういう選

択肢をとるかということをこの案で示したと考えております。 

 

志保田委員  だけど、例えば産経新聞の猪谷さんが書いている『つながる図書

館』という本がありますが、この中によりますと、小布施町は３つ

の複合施設を町が経営している。それを統合している形に、例えば

専任の施設長を公募しているというふうな形もありますので、ぜひ

ご研究を。それから見学なさるなり、早い話が、我々も市内の見学

はさせていただきましたが、外の見学もさせていただけたらと思い

ますし、それによって指定管理者に賛同するというわけではないん

ですけど、そういうことの積み重ねが必要だと思いますね。だから、

なぜ早急にそうなるのか。ひょっとしたら市長がかわってしまった

ら、その問題、宙に浮くんじゃないかと思ったりね。岐阜県の中津

川はそういう問題が起こりましたね。そういうふうなことなので、

拙速になさらないほうがいいんじゃないかなと思うんですね。 

 

服部委員   同じような内容になるんですけれども、市政運営方針の中で、準

備を進めますと。時期的なものは触れられていましたか。例えばい

つごろを目標にとか、そういうふうなものは。 

 

事 務 局   時期的なものは触れていなかった。 

 

服部委員    ただ単に準備を進めますよということですか。生涯学習センタ

ーですか、複合施設云々と出ているんですけれども、きょうは聞い

ていますと、図書館という観点からずっと説明をされたんですけれ

ども、生涯学習センターとしての視点で、また何か説明はあるんで
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すか。きょうはそれ全てを含めて説明したという理解で。 

 

事 務 局   まず、服部委員のほうからお答えしますと、我々は社会教育部で

ございますので、図書館としてのスタンスからご説明させていただ

いて、生涯学習施設についてのご説明は予定はいたしておりませ

ん。 

 もう１つ、その前の志保田委員の小布施町のことについて、我々

もぜひ参考にしたい、個人的にも見たいと思っておりますけれど

も、ただ、若干その論点が、済みません、私が考えているのとは違

うように思っていまして、分館をどういうふうに運営していくかと

いう視点で我々は議論しているのではなくて、枚方市の図書館全体

として、今縷々申し上げた学校支援をどういうふうに充実させてい

くかとか、子どもの読書活動をどのように推進していくかとか、そ

のための資源、人、物、金をどういうふうに生み出していくのかと

いうような視点で考えておりますので、分館３館やったらとかとい

うようなステージでの議論ではないと。今日ご説明させていただい

た、その辺についてはご理解いただきたいと思っております。 

 

服部委員   教えてほしいんですけれども、管理運営主体の中で、公共的な団

体という表現があるんですけれども、これは今そんなんあるんです

か。例えばスポーツやったら体育協会というのが公共的な団体に位

置づけをされていたように思うんですが。 

 

事 務 局   それは枚方にあるかどうかというご質問ですか。 

 

服部委員   も含めて。 

 

事 務 局   他市の事例で、請け負っておられるような財団とか、そういうよ

うなところについてはあるように聞いて、事例としてはありますけ

れども、枚方市の中でそのような団体があるというような把握して

おりません。 

 

服部委員   財団法人で受けているところはあるということですか。 

 

事 務 局   他市ではあるというふうに把握しております。他市というか、他

市町村ではあるということです。 

 

加堂議長   その他の方。 

 

中村委員   きょうは、この本編と資料を使って説明を聞かせていただいたの
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が初めてなので、ほんとうに盛りだくさんな情報を初めて見させて

いただいたということで、意見というのもなかなか難しいなと思う

んですけれども、確かに学校図書館との連携、それから学校図書の

充実ということに関しては今まで訴えてきたことですけれども、今

までになく真剣に考えてもらっている内容やなということで、それ

についてはぜひ進めてほしいなと思う、内容的なことについてはた

くさんあるなと思って聞かせていただきました。 

 これが実現したら、ほんとうに学校の図書館、地域の図書館、枚

方市の図書館がつながるし、それから子どもの読書量が増えること

も間違いないかなと思います。 

 ただ、それと複合施設の指定管理者制度については、なかなかそ

このところがどうのこうのというのは、今日すぐには意見が出せな

いんですけれども。社会教育としての立場で図書館の話として今日

出しましたというのは聞かせていただいたんですが、ただ、これが

複合施設となると図書館サイド、この社会教育委員会議というので

あれば、図書館サイドの話ということになるのはいたし方ないかな

と思うんですけれども、それを複合施設として、そしてより効果的

に効率的に運営するのが、指定管理者制度なのか民間なのかとかい

うことに関しては、ほんとうに時間をかけて検討してほしいなと思

います。 

 複合施設となると、やっぱり図書館に行く人だけではなくて、い

ろんなニーズのある人が行くということにもなるので、社会教育だ

けでどうのこうのというのではなくて、そこを管理しておられる部

もあるので、それとの連携ももちろん大事だと思うので、そういう

ところを含めた形で慎重に検討していってほしいなと思うし、私た

ちも慎重に検討していく立場で考えていきたいなと思います。 

 

加堂議長   そのほか、どうでしょうか。 

 まだ質問がない委員さん、何か。どうでしょうか。 

 

嶋田委員   僕も思ったのは、多分、志保田先生がいつもおっしゃっているの

は、指定管理がいいとか悪いという前提以前の話があったと思うん

ですね。グランドビジョンというのが、きょうこの説明があって、

この長期計画があってという中の話で、これをつくられた先生が、

指定管理者という話はそのときはなかったという中で、２８年度以

降ですねという話があったと思うので、そこのロジックというか、

論理が破綻していると思うので。いいものをやっていこうというの

はすごくすばらしいことだと思うんですけど、もしもそれをやると

いうことになれば、これをもう一回改正して、もう一回やるとか、

前に集まった人と話をするという話をしないと、多分歩み寄りは難
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しいんじゃないかなと思います。 

 

服部委員   この委員というのは枚方体育協会が選出母体になる。いいか悪い

かは別として。そのとき、五、六年前になるんですかね、指定管理

の問題が出まして、そのときは体育協会の立場から指定管理に反対

しとった。体育協会から離れるかもわからんということで。ところ

が結果として、指定管理になっても体育協会がそのままとってしま

いましたので、指定管理を受けたので、わからん部分があるんです。

ただ、そのとき体育協会の立場から言うと、体協の立場というのは、

それまで受けていましたので、指定管理になるのには、場合によっ

たら離れるというか、離れるかもわからん。何でやねんというよう

なことで、そのときの立場からはそれに反対しとったんですけど。 

 

加堂議長   石塚副議長、皆さんから意見が出ていると思うんですが。 

 

石塚副議長  きょうは急に膨大な資料で、メリット面ばかりを教えていただい

たので、かなり期待してしまう部分も多いんです。ただ指定管理者

制度については、美術館とか野球場でもやられたことがあると聞い

ていますけど、質によると思うんですね。お任せするところの次第

によってはかなりすさんでしまうところもあるように聞いていま

すので、ほんとうに慎重に考察していただきまして、決めていただ

けたらなと思います。一番そこが心配で不安なところでございま

す。 

 

加堂議長   最後、私も意見を言っておきたいことがあるんですけれども、こ

の最初のタイトル、生涯学習施設と図書館の複合施設云々というタ

イトルからしたら、これを読ませていただいて、最初、事務局がお

っしゃって、事務局が説明した内容に大変感動したといいますか、

最後のまとめが、図書館のまち枚方というふうに終わっていますよ

うに、大変にこれをつくられた方々の熱意というか気持ちが出てい

て、非常に感動しました。そういう意味では、１つは今まで審議さ

れてきたこの第２次ビジョンと第３次ビジョンというものですね、

そういう形の整合性、それをぜひ示してほしいということですね。 

 そういう意味で、指定管理者については、事務局もおっしゃった

ように、実際の運営におきましては、やはり、よりよくするもしな

いも、それを指示する側の方だと私も思っておりますので、その意

味ではこの内容は大変素晴らしいと思いました。 

 以上、時間も大体迫っておりますけれども、皆さん何かほかにま

だ、言い残された質問とかご意見はないでしょうか。 
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志保田委員  一言よろしいでしょうか。図書館のまち枚方というのは、『図書

館の街・浦安』という本のまねだろうと思いますが、この図書館の

街・浦安というのはほんとうに直営でたくさんの分館を持って、日

本一の活躍をしている。枚方はさっき事務局も歴史の中で言われた

ように、大阪のピカ一なんですよ。そういうのを背負っている中で、

約１,４００の図書館の中で、早目にこの指定管理に行くというの

は恥ずかしいんじゃないか、そういう気がしたんです。その点知っ

ておいてください。 

 

加堂議長   意見は尽きないと思いますけれども、今出ました皆さんのご意

見、感想を踏まえまして、これをどのように扱っていくかにつきま

しては、事務局から説明していただきたいと思います。 

 

事 務 局   それでは、先ほどのグランドビジョンと同様に、本日ご欠席の委

員につきましても、このタイトルにあります図書館の複合施設にお

ける効率的・効果的な運営管理についてご意見をいただきまして、

次回の社会教育委員会議で皆様に案文についてご相談いただけれ

ばと思っています。ご意見はよりよい図書館にしていく参考にさせ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

加堂議長   それでは、先ほどの第２の案件と同じような扱いでありますの

で、皆さんのご質問、ご意見を踏まえ、またきょう出席ではない方

の意見も十分に聴取いただくということですので、それも含めまし

て、次回にそのことのまとめにつきまして話をしたいと思います。

そういうことでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

加堂議長   では、続きまして、またすぐにでも次回ということが必要なんで

すけど、次回の日程につきまして、どうでしょうか。 

 

事 務 局   先日実施いたしました日程調整のアンケート結果を見せていた

だきましたら、８月５日火曜日なんですけれども、午後３時から開

催いただきますと、定足数を満たすことができるようになっており

ますので、できれば８月５日の３時から開催していただきたいと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

加堂議長   多分、この日程調整は、きょうの日程調整はあったんですが、そ

れが１回で終わらないということでなったと思いますので、日がす

ぐになりますけど、皆さんのきょうの熱心なご意見を踏まえてとい
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うことですので、ぜひ万障繰り合わせて来ていただくということで

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

加堂議長   それでは、きょうの欠席の方も含めまして、連絡お願いしておき

ます。 

 どうも、長時間ありがとうございました。 


